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(57)【要約】
【課題】被験者の負担が小さく、一定の時間間隔毎に連
続的に肌水分量を計測可能な、肌水分量計測装置の提供
。
【解決手段】被験者９１が身に着ける装身品１０に取り
付けられる肌水分量計測装置１５であって、前記被験者
の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極６１，６２と
、前記電極を介して、前記肌表面の２点間の電気特性値
を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部８１と、を
備えることを特徴とする肌水分量計測装置１５。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定
する測定部と、を備えることを特徴とする
　肌水分量計測装置。
【請求項２】
　時刻を計測する計時手段と、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部と、を備え、
　前記測定部は、前記時刻を基に、前記一定時間間隔毎に前記肌表面を測定し、
　前記測定値記憶部は、測定した前記肌表面の電気特性値と、前記時刻とを対応付けて記
憶することを特徴とする
　請求項１に記載の肌水分量計測装置。
【請求項３】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項１又は２のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項４】
　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　前記肌水分量計測装置は、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、前記第１の部位とは
異なる部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部と、
　前記評価部に接続され、前記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表
面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部と、を備えることを特徴とす
る
　請求項２に記載の肌水分量計測装置。
【請求項５】
　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　前記評価部は、温度、湿度などの環境情報及び/又は被験者の体温などの被験者情報を
取得可能であり、
　前記相関記憶部は、前記環境情報及び/又は前記被験者情報によって変化する、前記第
１の部位の肌表面の電気抵抗値と、前記第２の部位の肌表面の電気抵抗値との相関係数を
予め記憶しておき、
　前記測定値記憶部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気抵抗値と、測定した前記
環境情報及び/又は前記被験者情報とを対応付けて記憶し、
　前記評価部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気特性値から前記第２の部位の肌
表面の電気特性値を、前記環境情報及び/又は前記被験者情報に対応付けて、推測するこ
とを特徴とする
　請求項４に記載の肌水分量計測装置。
【請求項６】
　測定した前記肌表面の電気特性値を所定時間毎に外部機器に送信する通信部を備えるこ
とを特徴とする
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項７】
　前記測定部は、前記肌表面の電気特性値として、２点間の電気抵抗値又は/及びキャパ
シタンスを測定することを特徴とする
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項８】
　被験者が身に着ける装身品と、
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　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定
部と、を備えることを特徴とする
　ウェアラブルデバイス。
【請求項９】
　前記ウェアラブルデバイスは、被験者の顔に装着するメガネ型のウェアラブルデバイス
であって、
　一対のレンズ、又は該レンズが嵌めこみ可能な一対のリムの少なくもいずれか一方と、
　前記一対のレンズ間又は前記一対のリム間の橋渡しをするブリッジと、
　前記一対のレンズ又は前記一対のリムを支持し、前記被験者の顔の前面から耳へこめか
みを通って延在しているテンプルと、
　前記被験者の鼻と接触可能であり、前記鼻の肌表面に電圧を印加する第１の電極と第２
の電極が一体形成される一対のノーズパッドと、
　前記第１の電極と前記第２の電極を介して、前記被験者の前記鼻の肌表面の２点間の電
気特性値を測定する測定部と、
　測定した前記鼻の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、頬の肌水分量を評価する評価
部と、を備えていることを特徴とする
　請求項８に記載のウェアラブルデバイス。
【請求項１０】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる又は電極によって、前記被験者の体の肌表
面の２点に電圧を印加して前記肌表面の２点間の電気特性値を測定する測定ステップと、
　前記測定ステップを一定時間間隔毎に繰り返すことで、該一定時間間隔毎の前記肌表面
の電気特性値の変化を測定させる測定タイミング制御ステップと、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶ステップと、を有する
ことを特徴とする
　肌水分量測定方法。
【請求項１１】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項１０に記載の肌水分量測定方法。
【請求項１２】
　前記測定ステップでは、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を
測定し、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価ステップと、を含むことを特徴とする
　請求項１０又は１１に記載の肌水分量測定方法。
【請求項１３】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極に電圧を印加することで、前記被験者
の肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、
　前記測定部に第１のネットワークを介して通信可能な情報処理端末と、を備えており、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部と、が設けられてい
ることを特徴とする
　肌水分量モニタリングシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の肌水分量モニタリングシステムと、
　前記第１のネットワークよりも通信可能領域が広い第２のネットワークを介して前記情
報処理端末と通信可能であって、測定した前記肌表面の電気特性値を元に、前記被験者の
肌の分析を実施する、分析用情報処理端末と、を備えることを特徴とする
　肌水分量評価ネットワークシステム。
【請求項１５】
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　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部、及び、前記評価部に接続され、前
記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表面の電気特性値との相関係数
を予め記憶しておく相関記憶部が、前記測定部、前記情報処理端末又は前記分析用情報処
理端末に設けられることを特徴とする
　請求項１４に記載の肌水分量評価ネットワークシステム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられ、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２
点に電圧を印加して２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部から
、測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気抵抗値を取得するデータ取得手段、及
び
　取得した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から前記第１の部位とは異なる
部位であって、評価対象となる第２の部位の肌水分量を推測する演算手段として機能させ
ることを特徴とする
　肌水分量評価プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装身品に取り付けられる肌水分量計測装置、肌水分量を計測するウェアラブ
ルデバイス、肌水分量測定方法、肌の水分量を評価する肌水分量評価方法、ウェアラブル
デバイスを含む肌水分量モニタリングシステム、肌水分量評価ネットワークシステム、及
び肌水分量評価プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品や洗顔料の研究開発において、化粧水や乳液等の化粧品を肌に塗布又は吹き付け
た後に、肌の水分量の変化を計測して肌への浸透や保湿の持続効果を確認することがある
。また、所定のメイク落とし剤や洗顔料を用いて洗顔した後に、肌の水分量の変化を計測
して肌からの水分の蒸発の程度を評価することもある。
【０００３】
　ここで、肌の水分量を評価する精密な方法として、肌に電圧を加えて電流が流れる際の
、インピーダンスを測定する高周波電気伝導度法（例えば、SKICON（登録商標）（アイ・
ビー・エス社製））や、肌の電気容量を測定する高周波電気容量法（例えば、Corneomete
r（登録商標）（インテグラル社製））などが、知られている。
【０００４】
　また、簡易的な肌水分計として、肌表面の角質に水分が含まれると電気が流れやすい性
質を利用して、肌表面の電気抵抗値を、生体電気インピーダンス法（Bioelectric　Imped
ance　Analysis法）で測定して、０±５の１１段階で肌の状態を評価する方法（例えば、
ufurl　スキンチェッカー（マクロス社製等））も知られている。
【０００５】
　また、顔に装着するメガネ型のデバイスにおいて、本来の目的である視力の矯正以外の
用途で、生体情報を取得する構成例として、眼電位や、眠気を測定するためのセンサや、
カメラ等を取り付けることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許５６６１０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかし、上記のように経時による肌水分量の変化を測定するには、特定の時間毎に、何
度も被験者の肌を測定しなければならず、被験者は測定の時間に所在位置が限定されたり
、肌水分計を持ちながら測定したりするなど、被験者の負担が大きかった。
【０００８】
　また、顔や腕や手首などの体に装着して利用することが想定されたデバイスであるウェ
アラブルデバイスにおいて、肌の水分量を測定対象とするものは提案されていなかった。
【０００９】
　そこで、本発明は上記事情に鑑み、被験者の負担が小さくできる、一定の時間間隔毎に
連続的に肌水分量を計測可能な、肌水分量計測装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様では、
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定
する測定部と、を備えることを特徴とする
　肌水分量計測装置、を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　一態様によれば、肌評価方法において、被験者の負担が小さく、一定の時間間隔毎に連
続的に肌水分量を評価できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたマスクの内側図
。
【図２】肌水分量計測装置が取り付けられたマスクを被験者に装着した例を示す図。
【図３】第１実施形態の肌水分量処理ユニットの構成を示す説明図。
【図４】マスクに取り付けられる第１実施形態の肌水分量計測装置の電極周辺の構成を示
す拡大図。
【図５】マスクに取り付けられる電極周辺の横断面図。
【図６】第１実施形態の変形例１に係る、電磁誘導方式の電力無線伝送と、無線データ通
信を用いる肌水分量計測装置の説明図。
【図７】第１実施形態の変形例２に係る、マイクロ波方式の電力無線伝送と、無線データ
通信を用いる肌水分量計測装置の説明図。
【図８】第１実施形態の変形例３に係る、電源をマスク装着部に設けた、無線データ通信
を用いる肌水分量計測装置の説明図。
【図９】第１実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置での計測結果と、SKIC
ON（登録商標）の計測結果を比較する図。
【図１０】本発明の第２実施形態及び第３実施形態に係る肌水分量計測における、測定部
位と推測部位の概略説明図。
【図１１】第２実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又はメガネ型デ
バイスの全体斜視図。
【図１２】メガネのノーズパッドに取り付けられる肌水分量計測装置の電極の構成の説明
図。
【図１３】第２実施形態に係る肌水分量測定装置の機能ブロック図。
【図１４】第２実施形態の変形例１に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又は
メガネ型デバイスの全体斜視図。
【図１５】第２実施形態のメガネ型デバイスにおいて電極と一体形成されたノーズパッド
の構成例を示す図。
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【図１６】本発明の第３実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたバングル又は
ウェアラブルデバイスをバングル型デバイスで構成した説明図。
【図１７】温度・湿度を変動させた際の複数の被験者の頬の肌水分量をSKICONにより測定
した結果を示すグラフ。
【図１８】温度・湿度を変動させた際の複数の被験者の鼻、耳たぶ、耳のうしろ、手首の
肌水分量をSKICONにより夫々測定した結果を示すグラフ。
【図１９】SKICONによる複数の被験者の夫々の第１の部位（頬）と第２の部位（鼻、耳た
ぶ、耳の後ろ、手首）との相関関係を示す分布図。
【図２０】第２実施形態に係るウェアラブルデバイスに含まれる電極で測定した鼻の肌表
面の電気抵抗値と、SKICONで測定した頬の肌水分量との相関を示す図。
【図２１】Corneometerにより測定した複数の被験者の夫々の第１の部位（頬）と第２の
部位（鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首）との相関関係を示す分布図。
【図２２】本発明の第４実施形態～第６実施形態に係る肌水分量モニタリングシステムを
含む肌水分量評価ネットワークシステムの全体概略図。
【図２３】本発明の第４実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムにおけるフロ
ーチャート。
【図２４】本発明の第４実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロッ
ク図。
【図２５】ウェアラブルデバイスの肌水分量処理ユニット及びサーバーのハードウエアブ
ロック図の例を示す図。
【図２６】図２４の肌水分量評価ネットワークシステムにおける動作例の詳細シーケンス
図。
【図２７】本発明の第５実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロッ
ク図。
【図２８】図２７の肌水分量評価ネットワークシステムにおける動作例の詳細シーケンス
図。
【図２９】本発明の第６実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロッ
ク図。
【図３０】本発明の第７実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロッ
ク図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。下記、各図面に
おいて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１４】
　本発明の複数の実施形態に係る肌水分量計測装置は、被験者が身に着ける装身品に取り
付けられることを前提としている。装身品は、体に直接身に着ける物であって、下記実施
形態で説明するマスク、メガネ、バングルに加えて、ネックレス、チョーカー、ブレスレ
ット、パッチ等であってもよい。
【００１５】
　なお、本発明における、ウェアラブルデバイスとは、頭部や手首や腹部など、体に装着
して利用することが想定された端末や装置であって、身につけたまま移動できるものを意
味する。ウェアラブルデバイスを装着する対象となる体は、人間の身体を前提としている
が、動物の体に適用してもよい。
【００１６】
　本明細書の説明において、装身品と、装身品に着脱可能に取り付けられる肌水分量計測
装置とを合わせて、装着型のウェアラブルデバイスと呼ぶ。
【００１７】
　一方、装身品の少なくとも一部と、肌水分量計測装置の少なくとも電極とが一体化され
ている、即ち一体不可分に取り付けられる構成物を、一体型のウェアラブルデバイスと呼
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ぶ。
【００１８】
　下記、本発明のウェアラブルデバイスについて、第１実施形態ではマスク型ウェアラブ
ルデバイスの例、第２実施形態ではメガネ型ウェアラブルデバイスの例、第３実施形態で
はバングル型ウェアラブルデバイスの例について説明する。
【００１９】
　［第１実施形態：マスク型ウェアラブルデバイス］
　図１は本発明の第１実施形態に係る、肌水分量計測装置１５が取り付けられたマスクの
内側外観図を示す。図２は、肌水分量計測装置１５とマスク１０とを備えるマスク型ウェ
アラブルデバイス１として、被験者９１に装着した例を示す図である。
【００２０】
　図１及び図２に示すように、本発明の第１実施形態に係る肌水分量計測装置１５は、被
験者が身に着ける装身品であるマスク１０に取り付けられる。
【００２１】
　詳しくは、マスク１０は、マスク本体１０１と、耳かけ部１０２とを有する。なお、本
発明が適用可能なマスクは、いずれの特定のスタイル又は構成にも限定されず、円錐形、
カモノハシ形、カップタイプ、ポケットタイプ又は芯入りフェイスマスクを含み、これら
に限定されないとする。また、マスク１０の耳かけ部１０２は幅広形状である例を示すが
、紐形状であってもよい。
【００２２】
　本発明の実施形態に係るマスク１０に取り付けられる肌水分量計測装置１５は、電極６
１，６２と、導線６３と、肌水分量計測ユニット８０（図３参照）と、を備える。
【００２３】
　図２に示すように、電極６１，６２はマスク１０の耳かけ部１０２の被験者９１の頬と
接触する部分である内側表面に取り付けられる。
【００２４】
　電極６１，６２は、被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する。肌水分量計測ユニッ
ト８０は、電極６１，６２を介して、肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継
続的に測定する。
【００２５】
　導線６３と電極６１，６２との間で電圧や電流等の電気特性値が入力・出力できるよう
に、図２に示す例では、金属製の支持板６４が、マスク１０の外側に取り付けられている
。
【００２６】
　図３は、本実施形態の肌水分量計測装置１５における、肌水分量計測ユニット８０の構
成を示す機能ブロック図である。
【００２７】
　図３に示すように、肌水分量計測ユニット８０には、測定部８１と、電源８２と、測定
値記憶部８３と、計時手段８４と、環境情報・被験者情報測定部８５と、が設けられてい
る。
【００２８】
　本例では、肌水分量計測ユニット８０は、後述する図８のケース２１同様にケースによ
って覆われており、導線６３が届く範囲で、マスク１０から離れた位置で動かすことがで
きる。これにより、肌水分量計測ユニット８０を、例えば、胸ポケットや、腰のポケット
や、持っているバック内に収納しながら、測定することができる。
【００２９】
　計時手段（タイマー）８４は、時刻を計測する。測定値記憶部８３は、測定した肌表面
の電気特性値を蓄積して記憶する。測定部８１は、計測した時刻を基に、一定時間間隔毎
に電極６１，６２を用いて、肌表面を測定する。
【００３０】



(8) JP 2018-79298 A 2018.5.24

10

20

30

40

50

　測定値記憶部８３は、測定した肌表面の電気特性値と、時刻とを対応付けて記憶する。
【００３１】
　環境情報・被験者情報測定部８５は、周囲温度や周囲湿度や、非接触に、被験者である
人体の体温や発汗量などの被験者情報（人体情報）を計測してもよい。
【００３２】
　環境情報・被験者情報測定部８５はさらに環境情報として、気圧、照度、紫外線などを
測定してもよい。
【００３３】
　なお、周囲温度や周囲湿度や被験者の体温などを測定する環境情報・被験者情報測定部
８５は、肌水分量計測ユニット８０に設けられていなくてもよく、例えば、被験者が手動
で記録してもよい。
【００３４】
　また、点線で示すように、肌水分量計測ユニット８０に、表示部８６や、通信部８７を
さらに設けてもよい。表示部８６は、計測が正しく行われているかどうかを、被験者９１
がリアルタイムで確認可能なように、例えば測定した直前の測定値を表示する。表示部８
６を設ける場合は、外からでも確認できるようにケースの外側に設けると好適である。
【００３５】
　通信部８７は、マスク型ウェアラブルデバイス１が後述するサーバー５（図８参照）と
通信する場合に使用する。
【００３６】
　図１、図２に示す構成では、マスクに対して電極が縫い付けられた一体型のマスク型ウ
ェアラブルデバイスの例を説明したが、電極をマスクに対して着脱可能にすることで、装
着型のマスク型ウェアラブルデバイスを構成してもよい。
【００３７】
　なお、本明細書において「取り付けられる」とは、一体不可分に取り付けられる場合と
着脱可能に取り付けられる場合の両方を含むものとする。
【００３８】
　図４は、マスク１０に取り付けられる肌水分量計測装置１５の、取り外し可能な電極６
１，６２周辺の構成を示す拡大図である。図５は、図４の電極周辺の横断面図である。
【００３９】
　電極６１，６２は、マスク１０に対して着脱可能になるように、凸部６５と凹部６６か
らなるスナップボタンを夫々備えている。なお、図４では、一方の電極６１のみスナップ
ボタンを開放した図を示しているが、電極６２においても同様にスナップボタンの構成を
有するものとする。
【００４０】
　また、図４の例では、装着時にマスク１０の外側面に位置する方の２つのスナップボタ
ンの凸部または凹部のいずれか一方（図４では電極６１，６２のスナップボタンの凹部６
６部）は、Ｔ字形状の金属製の支持板６４Ａに取り付けられている。
【００４１】
　また、スナップボタン同士を対応づけるための連結布６７が、スナップボタンの外側面
（図４では、スナップボタンの凸部６５の外側面及び凹部６６が取り付けられた支持板６
４Ａの外側）に、取り付けられている。
【００４２】
　さらに、スナップボタンの凸部６５と凹部６６を対応付ける連結布６７の外側面に、被
験者９１がマスク１０装着時に、マスク１０の内側において被験者９１の肌と接触する導
電布６８が取り付けられている。
【００４３】
　本実施形態では、電極部として、被験者の肌と接触する部分の、連結布６７が導電布６
８で覆われていることで、電極が金属である構成よりも、被験者９１の肌への遮蔽効果を
抑制することができる。
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【００４４】
　また、図４に示す例では、２つのスナップボタンの凹部６６，６６が取り付けられた支
持板６４Ａが、接着テープ６０Ａ，６０Ｂを介して連結した状態で導線６３と接続されて
いる。
【００４５】
　図５は図４に示す電極６１のマスクの耳かけ部１０２への取り付け状態の断面図を段階
的に示している。図５において、（ａ）は電極６１の取り付け前の状態を示す。図５（ａ
）に示すように、予め、マスク１０の耳かけ部１０２に、孔部Ｏを形成しておくとする。
【００４６】
　図５（ｂ）は取り付け動作の途中の状態を示す。取り付け動作として、マスク１０の耳
かけ部１０２の孔部Ｏの内側から、スナップボタンの凸部６５を嵌めこむ。この状態で凸
部６５の突起が耳かけ部１０２の外側表面から外側に突出している。スナップボタンの凸
部６５と、連結布６７と、導電布６８とは糸６９によって縫い合されている。
【００４７】
　図５（ｃ）は取り付け完了の状態を示している。図５（ｂ）の状態から、連結布６７を
折り返して耳かけ部１０２に嵌めこまれた凸部６５と、凹部６６とを係合させる。スナッ
プボタンの凹部６６と、支持板６４Ａと、連結布６７とは糸６９によって縫い合されてい
る。
【００４８】
　これにより、肌と接触する導電布６８と、連結布６７と、支持板６４Ａと、スナップボ
タンの凸部６５，凹部６６とを合わせて電極６１として機能し、導線６３へ電気特性値で
ある電流が流れる。
【００４９】
　このように、マスクの耳かけ部に孔部を形成しておき、スナップボタンの凸部を孔部に
挿入した状態で、スナップボタンの凸部と凹部とを係合することで、電極をマスクに簡単
に取り付けることができる。
【００５０】
　したがって、測定のために肌に接触する電極以外の部分であるマスクを取り替えて電極
を取り付けることができるため、１つの肌水分量測定装置を複数の使い捨てマスクに対し
て繰り返し使用することができる。
【００５１】
　なお、図１～図５では、有線である導線６３を介して、マスク１０に装着された電極６
１，６２と、マスク１０から離れた部分に移動可能な肌水分量計測ユニット８０とを接続
する例を説明したが、肌水分量計測ユニット８０を小型化することで、マスク１０に肌水
分量計測ユニット８０を直接取り付けてもよい。
【００５２】
　具体的には、表示部８６を除いて、肌水分量計測ユニット８０全体を例えばシート状の
回路（薄型高分子フィルム等）で構成することで、装置全体を、マスクに貼り付け可能な
肌水分量計測装置としてもよい。
【００５３】
　ただし、装置全体をマスクに装着すると、被験者は、表示部で検出状態を随時確認する
ことができない。
【００５４】
　そこで、肌水分量計測装置の電極を含むマスク装着部をマスクに装着させ、そのマスク
装着部と、表示部を含む肌水分量計測ユニットとで、無線でやりとりができると好適であ
る。
【００５５】
　一例として、肌水分量計測装置において、電極６１，６２と、肌水分量計測ユニット８
０に設けられた電源８２とを、導線６３ではなく、電力を無線で伝送する方式（ワイヤレ
ス電力伝送、無線電力伝送）で接続してもよい。
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【００５６】
　＜無線電力伝送・無線通信方式＞
　図６及び図７は、無線電力伝送及び無線データ通信を用いた、マスクに取り付けられる
肌水分量計測装置であるマスク型ウェアラブルデバイスの説明図である。詳しくは、図６
は、第１実施形態の変形例１に係る、電磁誘導方式の無線電力伝送と無線データ通信を用
いた、肌水分量計測装置の例であって、図７は、第１実施形態の変形例２に係る、マイク
ロ波方式の無線電力伝送と無線データ通信を用いた、肌水分量計測装置の例である。
【００５７】
　図６、図７において、電極６１，６２と一緒にマスク１０に直接取り付けられる部分を
マスク装着部６００（６００Ａ）とする。
【００５８】
　図Ａの構成では、図３の構成と比較して、電源８２１と電極６１，６２とを無線で接続
するように、肌水分量計測装置１５Ａ（１５Ｂ）に、電力の無線伝送のための構成要素と
、データの無線通信のための構成要素が設けられている点が異なる。
【００５９】
　詳しくは、図６では、電磁誘導方式の無線での電力伝送部として、肌水分量測定ユニッ
ト８００側に送電コイル８８１を設け、マスク装着部６００側に受電コイル６３１を設け
ている。さらに、データの送受信の無線通信部として、マスク装着部６００側に無線発信
部６２０を設け、肌水分量測定ユニット８００側に無線受信部８９を設けている。
【００６０】
　無線通信方式としてBluetooth（登録商標）や、１対１の無線LANであってもよいし、あ
るいは、専用の周波数帯を通信可能に設定してもよい。
【００６１】
　本構成では、肌水分量計測ユニット８００において、電源８２１から送電コイル８８１
に電気を流し、送電コイル８８１を受電コイル６３１に近づけることで磁束を発生させる
近距離送電を行うため、測定のタイミングで、肌水分量計測ユニット８００を、マスク１
０に装着されたマスク装着部６００に近づける必要がある。
【００６２】
　この近接により発生した磁束により、受電コイル６３１に電流が流れ、電極６１，６２
に電流が印加される。この際、マスク装着部６００において、印加した電力（例えば、電
流計６４０で検出した磁束によって発生した電流値）と、電力を電極６１，６２へ印加し
た後の測定値とを、一時的に測定値一時記憶部６１０に記憶し、この測定値のデータを無
線発信部６２０が発信する。
【００６３】
　そして、肌水分量計測ユニット８００で、無線受信部８９が発信されたデータを受信し
、測定部８１が印加された電力に基づいた電気抵抗値（測定値）を算出する。その測定結
果を、測定値記憶部８３が、その測定時刻に環境情報・被験者情報測定部８５で測定した
環境情報・被験者情報と対応付けて記憶する。これらの測定時刻毎の測定結果や環境情報
・被験者情報を、表示部８６に表示させる。
【００６４】
　本構成では、肌水分量の測定のタイミングで、肌水分量計測ユニット８００をマスク１
０に近づけることで、マスク装着部６００側に電源を設けなくても、無線電力伝送及び無
線通信を行うことができる。
【００６５】
　図７はマイクロ波無線伝送形式の肌水分量計測装置の構成図である。図７では、マイク
ロ波方式のため、無線での電力伝送部として、肌水分量測定ユニット８００Ａ側にマイク
ロ波発生部８８２を設け、マスク装着部６００Ａ側に、アンテナ６３２及び整流回路６３
３を設けている。マスク装着部６００Ａ側に設けられた、アンテナ６３２及び整流回路６
３３はいわゆる、レクテナとして機能する。
【００６６】
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　本構成では、肌水分量計測ユニット８００Ａからマイクロ波発生部８８２において発生
させたマイクロ波を発信し、マスク装着部６００Ａにおいて、アンテナ６３２がマイクロ
波を受信し、受信したマイクロ波の電波を整流回路８３３で整流することで、電力を取得
する。
【００６７】
　ここで、マスク装着部６００Ａの小型化のため、マスク１０に取り付けられるアンテナ
は例えば、フィルムアンテナであり、整流回路は、例えばCMOS（Complementary　MOS）整
流チップ等のシステムLSI（large-scale　integrated　circuit）チップでありうる。
【００６８】
　本例においても、図６同様に、マスク装着部６００Ａでは、取得した電力（例えば電波
から整流後の電流であって電流計６４０で測定した値）と、電力を電極６１，７２へ印加
した後の測定値は、一時的に、測定値一時記憶部６１０に記憶し、この印加した電力値及
び測定値のデータを無線発信部６２０が発信する。
【００６９】
　そして、肌水分量計測ユニット８００Ａにおいて、無線受信部８９が発信された検出結
果を受信し、測定部８１が印加した電力に基づいた電気抵抗値（測定値）を算出する。そ
の測定結果を、測定値記憶部８３が、その測定時刻における環境情報や被験者情報と対応
付けて記憶し、これらの測定結果等を、表示部８６に表示させる。
【００７０】
　本構成では、マスク装着部６００Ａ側に電源を設けず、さらに、測定のタイミングで、
肌水分量計測ユニット８００Ａをマスク１０に近づけなくても、無線電力伝送及び無線通
信を行うことができる。ただし、マイクロ波伝送は変換効率が低いため、マイクロ波発生
部での出力を大きくするために、肌水分量計測ユニット側の電源で大きな電力を発生させ
る必要があり、この大電力化に伴い電源が大型化してしまう。そのため、肌水分量計測ユ
ニット側の所望サイズや利用形態に応じて、肌水分量計測装置の構成を適宜選択すると好
適である。
【００７１】
　なお、上記の図６、図７は図３の電極と、無線電力伝送に係る構成のみを、マスク装着
部に設けた例を示したが、電源もマスク装着部に設けることで、電力の無線伝送に係る構
成を設けずに、装置を無線化することができる。
【００７２】
　＜無線通信方式＞
　図８は、第１実施形態の変形例３に係る、電源をマスク装着部に設けた無線データ通信
方式の肌水分量計測装置の一例である。図８に示す本構成では、図６、図７と比較して、
電源６５０と計時手段６６０がマスク装着部６００Ｂ側に設けられるため、肌水分量計測
装置１５Ｃに、電源から電極へ電力を無線で送信するための、電力無線伝送用の構成は設
けられていない。
【００７３】
　また、肌水分量計測ユニット８００Ｂにおいて、測定のタイミングに合わせて、環境情
報・被験者情報を測定するための、計時手段８４１をさらに設けていてもよい。計時手段
８４１は、マスク装着部６００Ｂに設けられた計時手段６６０での測定のタイミングに合
わせて環境情報や被験者情報を測定する。なお、図８では、環境情報・被験者情報測定部
８５を肌水分量ユニット８００側に設ける場合を示しているが、マスク装着部６００Ｂ側
に環境情報・被験者情報測定部を設けてもよい。さらに、マスク装着部６００Ｂに、被験
者の顔の動きを検出する加速度センサ等も設けてもよい。
【００７４】
　本構成では、図３と同様に、電源６５０は、計時手段６６０で計測した時刻を基に、一
定時間間隔毎に電極６１，６２に電力を印加する。
【００７５】
　マスク装着部６００Ｂにおいて、印加した電力と、電力を電極６１，６２へ印加した後
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の測定値とを、一時的に測定値一時記憶部６１０に記憶し、この測定値のデータを無線発
信部６２０が発信する。
【００７６】
　そして、肌水分量計測ユニット８００Ｂにおいて、無線受信部８９が発信された検出結
果を受信し、測定部８１が印加した電力に基づいた電気抵抗値（測定値）を算出する。そ
の測定結果を、測定値記憶部８３が、その測定時刻における環境情報や被験者と対応付け
て記憶し、これらの測定結果等を、表示部８６に表示させる。
【００７７】
　本構成では、無線伝送のための構成が不要であり、スペースが必要となる測定部８１や
、測定値記憶部８３や、表示部８６等は、肌水分量計測ユニット８００Ｂ側に設けられて
いる。この構成により、肌水分量計測装置１５Ｃは、無線を実現しながら、マスク装着部
６００Ｂをより小型化することができる。
【００７８】
　上記図６～図８に示す例では、導線がないため、肌水分量計測ユニット８００（８００
Ａ，８００Ｂ）は、導線の長さを気にせずマスク１０から離れた位置で動かすことができ
る。この際、少なくとも、電力の無線伝送や測定データの無線送信を行うタイミングでは
、肌水分量計測ユニット８００（８００Ａ，８００Ｂ）はマスク１０から無線が届く範囲
内で設置していると好適である。
【００７９】
　また、図６～図８に示す例では、導線がないため、測定中でも被験者の視界には、異物
が入らず、被験者の心理的負担をより軽減することができる。
【００８０】
　さらに、これらの構成では、肌水分量計測ユニットに表示部が設けられているため、被
験者は、無線でありながら、表示部で検出状態を随時確認することができる。
【００８１】
　なお、電力伝送や、データ通信を無線で構成する場合でも、マスク装着部６００，６０
０Ａ，６００Ｂはマスク１０と一体型であってもよいし、あるいは、マスク１０に対して
脱着可能であってもよい。
【００８２】
　＜＜実験例１＞＞
　本発明者は、上述の第１実施形態で示した、マスクに取り付けられた肌水分量測定装置
と、市販の肌水分量測定装置（計測機器）を用いて、肌水分量の変動について確認した。
【００８３】
　肌の水分量は、温度や湿度の環境が変化することで変動するものである。したがって、
環境を変化させたときの、第１実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量測定装置と、
計測機器での頬の肌水分量の変動量について実験した。
【００８４】
　本実験例の計測機器として、インピーダンス方式のSKICON（登録商標）を用いた。SKIC
ONでは、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した状態のプローブを肌に接触させ
て測定値を得る。
【００８５】
　図９は、第１実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置での計測結果と、SK
ICONの計測結果を比較するグラフである。この実験は、被験者は一人（ｎ＝１）で行った
。
【００８６】
　図９に示すように、SKICONでは温度が高く、湿度が高くなると、肌の水分量が上昇し、
温度が低くなり、湿度が下がると肌の水分量が低下する傾向を示す。このSKICONでの検出
結果に対して、マスク試作機でも同様の傾向を示している。
【００８７】
　なお、試作機におけるノイズ部分は、体を動かしたり、会話、くしゃみ、咳など、顔の
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表情に変化があったりした時間に相当している。
【００８８】
　このように、本発明の第１実施形態の肌水分量計測装置を用いることで、市販の計測装
置と同様に、温度変化に伴う角質水分量変化を検出することが可能になる。
【００８９】
　また、本実施形態では、マスク１０の耳かけ部１０２に、電極６１，６２を取り付けて
いるため、マスク本体１０１と接触する被験者９１の口からの呼気による影響はほとんど
見られない。さらに耳かけ部１０２は、耳かけ部１０２に設けられる電極６１，６２は通
気性があり、可撓性のある導電性布が肌と接触するため、肌との密着による肌の遮蔽効果
の影響はほとんど見られない。
【００９０】
　上記結果により、本実施形態のマスクに取り付けられた肌水分量計測装置では、市販の
計測機器で測定するときのように、プローブを用いて測定する手間が不要となり、被験者
はマスクをするだけで、一定の時間間隔毎に連続的に肌水分量を測定することが可能なの
で、被験者の測定の負担を軽減できる。
【００９１】
　上記、第１実施形態では、評価対象となる部位である頬を直接測定していた。しかし、
マスク以外の装身品に計測装置（測定デバイス）を取り付けることで、頬とは別の部位を
測定し、その測定結果から頬の部分の肌水分量を推測してもよい。下記、別の部位から推
測する実施形態について説明する。
【００９２】
　＜演算を利用した肌水分量評価＞
　図１０に、本発明の第２、第３実施形態における、肌水分量計測における、測定対象部
位（第１の部位）と評価対象部位（第２の部位）の概略説明図を示す。
【００９３】
　本発明の第２、第３実施形態では、顔の肌の印象を左右する頬の肌状態をモニタリング
する代わりに、頬の肌表面と同様に状態が変化する部位として、鼻の肌表面及び手首の肌
表面を選定し、肌の電気抵抗値のモニタリングを行う。そして、測定した第１の部位（鼻
や手首）の肌水分量（肌表面の電気抵抗値）を変換して、頬の肌水分量（肌表面の電気抵
抗値）を推測する（演算する）。
【００９４】
　なお、本明細書では、推測によるモニタリングの評価対象部位である第２の部位を頬の
例で説明し、測定対象部位である第１の部位は、鼻及び手首の例を説明するが、他の部位
であってもよい。
【００９５】
　ここで、測定する測定対象部位である第１の部位と、推測する評価対象部位である第２
の部位は、異なる部位であるとする。
【００９６】
　なお、測定対象となり、電極（図１２、図１５、図１６参照）が接触する鼻や腕などの
第１の部位の肌表面の電気抵抗値は、肌水分量の直接的な指標とみなすことができる。
【００９７】
　ここで、本実施形態において、第１の部位の測定結果を用いて、第２の部位を評価する
方法として、具体的に、下記のような演算方法が実行しうる。
（１）　第１の部位の肌表面の電気特性値から、相関関係を利用して、第２の部位の肌表
面の電気特性値を導き、第２の部位の肌水分スコア（SKICON等での測定値）を導く。
（２）　第１の部位の肌表面の電気特性値から、相関関係を利用して、第２の部位の肌表
面の水分量スコア（スキコン等での測定値）に変換する。
（３）　相関関係を予め把握しておき、第１の部位の肌表面の電気特性値をそのまま肌水
分量の指標として用いる。
【００９８】
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　よって、上記のように、異なる部位からの肌水分量の推測、詳しくは、第１の部位（鼻
又は手首）の肌水分量（電気抵抗値）を変換して、第２の部位（頬）の肌水分量（電気抵
抗値）の推測を行うためには、いずれの演算を用いるとしても、予め、実験により相関関
係を求めておく必要がある。実験については、図１７～図２１とともに後述する。
【００９９】
　［第２実施形態：メガネ型ウェアラブルデバイス］
　図１１に、本発明の第２実施形態に係る肌水分量計測装置が取り付けられたメガネ又は
、ウェアラブルデバイスをメガネ型ウェアラブルデバイスで構成した例の説明図を示す。
図１２は、メガネ３のノーズパッド３０１に取り付けられる肌水分量計測装置の電極の構
成を示す図１１の部分Ａの拡大図を示す。
【０１００】
　ここで、メガネ型ウェアラブルデバイスは、メガネ３に取り付けられる肌水分量計測装
置１１によって構成される装着型のウェアラブルデバイスであってもよいし、あるいは、
メガネ３と一体形成された肌水分量計測装置１１によって構成される一体型のウェアラブ
ルデバイスであってもよい。
【０１０１】
　装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスに含まれる肌水分量計測装置１１は
、一定の時間間隔毎に連続的に被験者の肌水分量（肌表面の電気抵抗値）を測定し、肌水
分量の評価に用いられる。
【０１０２】
　図１１、図１２を参照して、第２実施形態の肌水分量計測装置１１が取り付けられるメ
ガネ３、又はメガネ型ウェアラブルデバイス２のメガネ部は、一般的なメガネの構成であ
る。例えば、メガネ（メガネ部）９は、一対のノーズパッド３０１と、一対のレンズ３０
２、一対のリム３０３、ブリッジ３０４と、テンプル３０５とを備えている。一対のリム
３０３はレンズ３０２が嵌めこみ可能な枠部である。ブリッジ３０４は、一対のリム３０
３間の橋渡しをする。テンプル３０５はリム３０３と連結され、被験者９１がメガネ３を
かけた際に、顔の前面から耳へこめかみを通って延在する、支持部材である。
【０１０３】
　また、図１２に示すようにメガネ３のノーズパッド３０１は、クリングス３０６によっ
て一対のリム３０３と連結されてもよいし、あるいはクリングス３０６によってブリッジ
３０４と連結されてもよい。さらに別の例として、ノーズパッド３０１は、クリングス３
０６を介さず、一対のリム３０３やブリッジ３０４と連結されてもよい。
【０１０４】
　なお、メガネ３はレンズ３０２が無い構成であってもよい。リム３０３、ブリッジ３０
４、及びテンプル３０５などがメガネ３のフレームとして機能する。
【０１０５】
　あるいは、メガネ３は、リム３０３が無い構成であってもよい。リム３０３が無い構成
では、ブリッジ３０４は一対のレンズ３０２間の橋渡しする構成で、テンプル３０５はレ
ンズ３０２と連結される。
【０１０６】
　一方、メガネ３に装着された肌水分量計測装置１１、あるいは、メガネ３と少なくとも
一部（電極とノーズパッド）が取り付けられているメガネ型ウェアラブルデバイス２内に
組み込まれた肌水分量計測装置１１は、第１の電極２０１と第２の電極２０２と、導線２
０３を介して接続される、ケース２１内に設けられる肌水分量処理ユニット２０と、を備
える。
【０１０７】
　一対のノーズパッド３０１に設けられた、又は一体形成された、第１の電極２０１及び
第２の電極２０２は、被験者９１の鼻の肌表面に電圧を印加する。なお、本発明で測定す
る肌表面とは、角層・表皮・真皮全体の部分を意味する。
【０１０８】
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　なお、肌水分量計測装置１１が測定対象とする鼻とは、ノーズパッド３０１が接触する
、鼻の付け根部分（鼻根部分）を意図している。
【０１０９】
　また、このような形状のメガネ３に対して肌水分量計測装置１１の電極の設置位置を変
更して、眉間、耳の後ろ、こめかみ等でも計測可能である。下記、明細書中の鼻は、ノー
ズパッドが接触する部分を意味するとする。
【０１１０】
　＜肌水分量計測装置の電極のメガネのノーズパッドへの装着＞
　図１２に示すように、メガネ３に取り付け可能な肌水分量計測装置１１の、第１の電極
２０１及び第２の電極２０２は、例えば銀などの金属製のパッドであって、例えば樹脂か
らなるメガネ３のノーズパッド３０１の肌接触面に取り付けられている。
【０１１１】
　＜機能ブロック＞
　図１３は、第２実施形態の装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスに含まれ
る肌水分量計測装置１１の機能ブロック図を示す。図１３を参照して、肌水分量処理ユニ
ット２０には、電源２２と、測定部２３と、演算部２４と、相関記憶部２５ａと、測定値
記憶部２５ｂと、環境情報・被験者情報測定部２６と、通信部２８と、計時手段２９とが
設けられている。なおこれらの構成要素は不図示の基板（例えば、マイコン基板）上に配
置され、肌水分量処理ユニット２０は、例えば、その回路基板を内部に含む箱状のケース
２１（図１１参照）で覆われたユニットである。
【０１１２】
　詳しくは、電源２２は、第１の電極２０１及び第２の電極２０２と、演算部２４や測定
部２３を介して接続され、演算部２４に制御されながら、第１の電極２０１と第２の電極
２０２に電圧を印加する。電源２２は、例えば、リチウム電池やボタン電池等の電池であ
る。あるいは電源２２は、自己発電を行う太陽光発電や、他の発電手段を有する電池であ
ってもよい。
【０１１３】
　また、測定部（測定手段）２３は、第１の電極２０１及び第２の電極２０２と接続され
、第１の電極２０１と第２の電極２０２との２点間の電気抵抗値を一定時間間隔毎に測定
する。電池等からなる電源２２により電位が上がり、第１の電極２０１及び第２の電極２
０２に電流が流れ、２つの電極２０１，２０２間から流れた電流と２つの電極２０１，２
０２の電圧降下量とを測定部２３で測定することで肌の電気抵抗値が測定できる。
【０１１４】
　図１１及び図１３を参照して、電源２２及び測定部２３が設けられている肌水分量処理
ユニット２０と、第１の電極２０１及び第２の電極２０２とは、導線２０３を介して接続
されている。
【０１１５】
　また、これらの構成要素を含む箱状の肌水分量処理ユニット２０は、導線２０３が届く
範囲で、メガネ３から離れた位置で動かすことができる。これにより、肌水分量処理ユニ
ット２０を、例えば、胸ポケットや、腰のポケットや、持っているバック内に収納しなが
ら、被験者の肌水分量（電気抵抗値）を測定することができる。
【０１１６】
　演算部（評価部）２４は、測定部２３に接続され、測定した鼻の肌表面の電気抵抗値か
ら頬の肌表面の電気抵抗値を推測する。即ち、測定した鼻の肌表面の電気抵抗値を用いて
、頬の肌表面の電気抵抗値を評価する。なお、演算部２４は、測定部２３と同一のＩＣで
構成されてもよい。
【０１１７】
　相関記憶部（相関記憶手段）２５ａは、演算部２４に接続されており、鼻の肌表面の電
気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておく。
【０１１８】
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　また、測定値記憶部（測定値記憶手段）２５ｂは、測定した測定値（鼻の肌表面の電気
抵抗値）、及び/又は推測した演算値（頬の肌表面の電気抵抗値）を蓄積して記憶する。
なお、相関記憶部２５ａと測定値記憶部２５ｂは、同一の記憶手段（例えば、ＮＶＲＡＭ
）で構成されてもよい。
【０１１９】
　周囲温度や周囲湿度などの環境情報を測定する環境情報・被験者情報測定部（環境情報
・被験者情報測定手段）２６は、演算部２４を介して相関記憶部２５ａに接続されている
。
【０１２０】
　相関記憶部２５ａは、温度、湿度などの環境情報、又は被験者の体温などの被験者情報
の少なくともいずれか一つによって変化する、測定に利用する鼻の肌表面の電気抵抗値と
、頬の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶しておいてもよい。
【０１２１】
　なお、周囲温度や周囲湿度や被験者の体温などを測定する環境情報・被験者情報測定部
２６は、肌水分量処理ユニット２０に設けられていなくてもよく、例えば、被験者が手動
で記録してもよい。
【０１２２】
　詳しくは、外部機器（図２２に示すサーバー５）が取得した、被験者情報（体温や、心
拍や行動記録など）や環境情報（周囲温度及び周囲湿度など）を、通信部２８を介して演
算部２４へ入力してもよい。この際、外部機器が被験者情報や環境情報を計測してもよい
が、外部機器は、別途取得した被験者情報や環境情報を被験者やその他の設定者などによ
って手動で入力されることで、被験者情報や環境情報を取得してもよい。
【０１２３】
　相関記憶部２５ａは、環境情報及び/又は被験者情報によって変化する、鼻の肌表面の
電気抵抗値と、頬の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておくと、好ましい。
【０１２４】
　さらに、測定値記憶部２５ｂに記憶した測定値を所定時間毎に外部機器へと送信する、
通信部（通信手段）２８が、演算部２４と接続されている。
【０１２５】
　また、時刻を計測する計時手段２９が設けられていてもよい。測定値記憶部２５ｂは、
測定した測定値と、計時手段２９が計測した時刻とを対応付けて記憶することで、一日の
肌の電気抵抗値（肌の水分量）の経時変化を把握することができる。
【０１２６】
　なお、図１３においても、上述の図３と同様に、肌水分量処理ユニット２０の構成要素
としてケース２１の外側に、被験者が、計測が正しく行われているかどうかをリアルタイ
ムで確認可能にするための、測定結果や評価結果を表示する表示部を設けてもよい。
【０１２７】
　また、メガネ型ウェアラブルデバイスにおいても、図６～図７に示したように、導線を
省略して無線電力伝送及び無線データ通信を用いて無線化しもよいし、図８に示したよう
に電極もメガネ側に設けて、肌水分量処理ユニット２０と無線データ通信を行ってもよい
。
【０１２８】
　＜メガネ型ウェアラブルデバイスの変形例１＞
　図１４に第２実施形態の変形例１に係る肌水分量計測装置１１Ａとメガネ３とを備える
、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイス２Ａの全体図を示す。本変形例では
、図１４に示す肌水分量処理ユニット２０Ａに含まれる構成要素の少なくとも一部を含む
ケース２１Ａは、メガネ３のテンプル３０５に装着されている。肌水分量処理ユニット２
０Ａは、図１１と同様に、ノーズパッド３０１に設けられた電極２０１，２０２と導線２
０３Ａを介して接続されている。
【０１２９】
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　さらに、図１４に示すように、メガネ型ウェアラブルデバイス２Ａに、被験者９１の顔
や体の動きを検知する加速度センサ２０４を、肌水分量処理ユニット２０Ａと有線（例え
ば導線２０３Ｂ）又は無線で接続するように、メガネ３のテンプル３０５に設けてもよい
。
【０１３０】
　なお、図１１に示すように導線２０３の範囲で肌水分量処理ユニット２０が動かすこと
ができる構成の場合でも、加速度センサ２０４は顔の動きを検知するため、テンプル３０
５に装着させると好ましい。この場合、測定値／評価値記憶部２５ｂは、加速度センサ２
０４の検知結果と関連付けて記憶する。
【０１３１】
　例えば、顔を急激に動かすと、ノーズパッド３０１に設けられた電極２０１，２０２と
、鼻の肌表面との接触が、一瞬不十分となり、その時間に鼻の肌表面の電気抵抗値を測定
すると、適切な値を示さないことがある。これを考慮して、測定結果において、加速度セ
ンサ２０４が検知した、被験者９１の顔の動きにより発生したノイズを除去したり、一定
間隔毎の測定時間に加速状態を検知している場合はその顔の動きの停止後に測定するよう
に、測定時間をずらして検出したりしてもよい。
【０１３２】
　なお、図１１、図１４に示す肌水分量計測装置１１（１１Ａ）の構成は、電源２２、測
定部２３、演算部２４、相関記憶部２５ａ、測定値／評価値記憶部２５ｂ等は全て１つの
肌水分量処理ユニット２０Ａ内に設けられている例を示しているが、電源２２と、測定部
２３及び演算部２４とは、別の場所に設けてもよい。
【０１３３】
　また、図１４に示すように、肌水分量計測装置１１Ａをテンプル３０５に装着させる場
合は、図１３に示した肌水分量処理ユニット２０Ａに代えて、より小型化が可能な、後述
する図２７や図２９に示す肌水分量計測ユニット２０Ｂを設ける方が、より好適である。
【０１３４】
　例えば、メガネ３のテンプル３０５の左右の耳かけ部に、電源２２と、測定部２３及び
演算部２４（マイコン）とが別々に離れて装着されていてもよい。これにより、パーツの
集中を回避し、テンプル３０５上に別々に構成要素を設ける場合は、肌水分量計測装置が
取り付けられるメガネ又はメガネ型ウェアラブルデバイスの装着性が向上する。
【０１３５】
　いずれの構成のメガネ型ウェアラブルデバイスでも、被験者がメガネ型ウェアラブルデ
バイスを装着した状態において、鼻の肌表面の電気抵抗値を所定時間毎に自動的に測定し
て頬の肌表面の電気抵抗値を推定する。よって、特定の位置にセットされている、あるい
は肌水分計を持ちながら測定するなど、身に着けられない計測機器を用いて、特定の時間
毎に経時による肌水分量の変化を都度測定することが回避できる。そのため、被験者の所
在場所の限定が解消され、連続して肌水分量を測定する被験者の負担を軽減できる。
【０１３６】
　さらに、計測する装置が、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスであるこ
とにより、所定の場所で、セットされた計測機器を用いて測定する際に発生する、被験者
の緊張による汗の影響を回避でき、日常生活における肌表面の電気抵抗値のログを自然な
状態で検出することが可能となる。したがって、緊張による影響を受けない肌表面の状態
を把握することができる。
【０１３７】
　＜一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスにおけるノーズパッドの構成＞
　図１５に本実施形態のウェアラブルデバイスの一例である、一体型のメガネ型ウェアラ
ブルデバイスにおいて、電極と一体形成されたノーズパッドの構成例を示す。
【０１３８】
　一般的に、ノーズパッド部分はメガネを支えており、肌との密着性が高いため、メガネ
型ウェアラブルデバイスを長時間着用してノーズパッドの接触により肌の被覆状態が続く
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ことで、発汗等により測定値に影響が生じる可能性がある。
【０１３９】
　そこで、一体型のメガネ型ウェアラブルデバイスでは、ノーズパッドと電極は一体化し
ているため、電極が発汗等の影響を受けづらいような形状や素材で、ノーズパッドを形成
しておくと好ましい。
【０１４０】
　図１５において、（ａ）はノーズパッド３０１Ａ及び電極２０１Ａ，２０２Ａをチタン
製にしたものを示す。チタン製にすることで、軽量になり、金属アレルギー体質であって
も、アレルギー反応が出にくくなる。
【０１４１】
　図１５（ｂ）は電極が設けられるノーズパッド３０１Ｂ及び電極２０１Ｂ，２０２Ｂに
、くり抜き部（切り抜き部）２０１ｈ，２０２ｈが設けられている例を示す。
【０１４２】
　くり抜き部２０１ｈ，２０２ｈが設けられていることで、電極２０１Ｂ，２０２Ｂの直
下の肌が閉塞してしまうことを回避できる。さらに、接触面積を小さくすることで、測定
に際し、汚れや汗の影響を受けにくくなり、より正確に、肌表面の電気抵抗値（肌水分量
）を測定することができる。
【０１４３】
　［第３実施形態：バングル型ウェアラブルデバイス］
　図１６に、本発明の第３実施形態において、ウェアラブルデバイスをバングル型（リス
トバンド型）ウェアラブルデバイスで構成した説明図を示す。図１６において、（ａ）は
、装着する際に手の甲側に向く面を手前に示す一体型のバングル型ウェアラブルデバイス
４の外観図を示し、（ｂ）は手の平側に向く面を手前に示す、一体型のバングル型ウェア
ラブルデバイス４の外観図を示す。
【０１４４】
　本実施形態のように、ウェアラブルデバイスをバングル型ウェアラブルデバイス４で構
成する場合でも、電極２１１，２１２と、肌水分量処理ユニット２０が設けられている。
あるいは、演算、記憶処理がサーバー５Ａ側に設けられたシステムである、電極２１１，
２１２と、肌水分量計測ユニット２０Ｂ（図２７，図２９参照）が設けられている。
【０１４５】
　本実施形態において、電極２１１，２１２は、バングル部４０の内側であって、手首の
肌表面と接触するように設けられている。電極２１１，２１２に電圧が印加されることで
、手首の肌表面の電気抵抗値を測定する。
【０１４６】
　また、バングル型ウェアラブルデバイス４においても、さらに被験者の腕（手首）や体
の動きを検知する加速度センサ（図１４参照）を、設けてもよい。
【０１４７】
　なお、本発明のウェアラブルデバイスを動物の体に装着させる場合は、バングル型デバ
イスを用いると好ましい。
【０１４８】
　また、図１６では、肌水分量計測の機能をバングルと一体化した、肌水分量計測可能な
一体型のバングル型ウェアラブルデバイスを説明したが、ウェアラブルデバイスは、ブレ
スレット形状の装身品の一例であるバングル９に装着自在な肌水分量計測装置１２を取り
付けて構成した、装着型のバングル型ウェアラブルデバイスであってもよい。
【０１４９】
　例えば、装着型のウェアラブルデバイスを構成する、腕時計に着脱可能に取り付けられ
る肌水分量計測装置１２の形状の例として、少なくとも電極が肌表面と接触可能なように
、ベルトの内側に挟み込んで取り付けられる半円環形状や、時計盤の裏の取り付けられる
コイン形状でありうる。
【０１５０】
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　上記実施形態では、ウェアラブルデバイスが測定する電気特性値として、電極に電圧を
印加し、電流検出器によりは電極間を流れる電流値を検出することで算出できる電気抵抗
値を使用する例を示した。しかし、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標とな
る電気特性値として電気抵抗値に限られない。
【０１５１】
　例えば、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標となる電気特性値として、コ
ンダクタンスであってもよい。例えば、上記電気抵抗値を測定するときよりも小さい、微
小の交流電圧を印加することで得られる微小の交流電流から、コンダクタンス（伝導度、
インピーダンスの逆数）を検出してもよい。この際、例えば、Ｉ／Ｖ変換器を用い、電気
的な応答を電圧として検出してもよい。
【０１５２】
　さらに、ウェアラブルデバイスが測定する肌水分量の指標となる電気特性値は、静電容
量（キャパシタンス）であってもよい。例えば、突出した２点の電極の間に皮膚を挟んだ
状態での電極の皮膚への接触面積と電極間との距離を用いて、電極間の電圧差を検出する
ことで、２点の電極間の静電容量を測定してもよい。
【０１５３】
　＜＜実験例＞＞
　上述の第２実施形態及び第３実施形態で示したように、第１の部位の肌水分量から第２
の部位の肌水分量の推測を行うためには、予め、実験により相関関係を求めておく必要が
ある。そのため、鼻や手首を含む身体の複数の部位の肌水分量と頬の肌水分量の相関を調
べるために、下記実験を行った。
【０１５４】
　［実験例２］
本発明者は、肌水分量測定装置（計測機器）を用いて、第２の部位の一例である頬と第１
の部位の例である鼻等との肌水分量の相関を調べる実験を行った。
【０１５５】
　肌の水分量は、温度や湿度の環境が変化することで変動するものである。したがって、
環境を変化させたときの、頬（第２の部位）及び頬以外の部位（第１の部位）の肌水分量
の変動量について実験した。本実験例では第１の部位として、鼻、耳たぶ、耳の後ろ、及
び手首を測定対象とした。図１７～図１９は、この実験結果を示している。
【０１５６】
　実験例２及び実験例３の計測機器として、インピーダンス方式のSKICONを用いた。SKIC
ONでは、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した状態のプローブを肌に接触させ
て測定値を得る。
【０１５７】
　図１７、図１８に、温度・湿度を変動させた際のSKICONによる複数の被験者の肌水分量
を測定した結果を示すグラフを示す。図１７は頬の測定結果、図１８（ａ）は鼻（鼻根）
の測定結果、図１８（ｂ）は耳たぶの測定結果、図１８（ｃ）が耳の後ろの測定結果、図
１８（ｄ）は手首の測定結果を示す。No.1～No.10まで、１０人の被験者に対して肌水分
量の測定を行った。
【０１５８】
　一般的に、温度が高いほど、発汗の影響により肌水分量が多くなる傾向にある。本実験
例においても、この傾向にあり、全体的にみて、温度２５℃、湿度５５％で測定したとき
の方が、温度２３℃湿度３５％で測定したときよりも、肌水分量が多い。ただし、図１７
の頬の測定において、全体の変動傾向とは異なる挙動を示す被験者（No.2とNo.3）のデー
タは、発汗等、皮膚の電気抵抗に影響のある事象が見られたため、除外して示す。
【０１５９】
　同様に、図１８（ａ）の鼻の測定において、No.3とNo.4の被験者データは除外し、図１
８（ｂ）の耳たぶの測定において、No.5とNo.10の被験者データは除外して示す。
【０１６０】
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　このような、温度・湿度を変動させた際の肌の水分量の測定結果により、上記の異なる
挙動を示す一部の例外を除き、全体的にみて、図１８（ａ）～（ｄ）に示す第１の部位（
鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首）の測定結果は、図１７に示す第２の部位（頬）の測定結果
と同様の傾向を示しており、相関があると考えられる。
【０１６１】
　図１９にSKICONで測定した夫々の被験者の第１の部位（鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首）
と第２の部位（頬）との肌水分量の相関を示す分布図を示す。
【０１６２】
　図１９において、（ａ）は鼻と頬との相関、（ｂ）は耳たぶと頬との相関、（ｃ）は耳
の後ろと頬との相関、（ｄ）は手首と頬との相関を示す。
【０１６３】
　また、図１９において、横軸が夫々の被験者の第２の部位（頬）の肌表面の測定値、縦
軸が第１の部位（鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首）の肌表面の測定値を示す。Ｒは第１の部
位の肌表面の測定値の第２の部位（頬）の肌表面の測定値に対する相関係数を示す。
【０１６４】
　さらに、SKICONにおける測定結果では、図１９（ａ）～（ｄ）を比較して、鼻と手首は
、頬との相関係数が大きく、耳たぶと耳の後ろでは、頬との相関性が低いことがわかる。
したがって、本発明の第２、第３実施形態では頬の肌表面の電気抵抗値（肌水分量）を推
測するためのウェアラブルデバイスとして、肌水分量計測装置を含む、装着型及び一体型
のメガネ型ウェアラブルデバイスと、一体型及び装着型のバングル型ウェアラブルデバイ
スを用いて説明した。
【０１６５】
　［実験例３］
本発明者は、肌水分量の計測機器（SKICON）での頬及び鼻の測定結果と、メガネ型デバイ
スに搭載されるノーズパッド型電極での鼻の測定結果の相関を調べる実験を行った。図２
０は、この実験結果を示している。
【０１６６】
　本実験では、メガネ型デバイス、メガネに取り付けられた肌水分量計測装置、又はバン
グル型デバイス、又はバングルに取り付けられた肌水分量計測装置に搭載されている電極
と同様の電極２０１，２０２を、直接、肌（頬、鼻）に接触させて、６０秒間データを取
得した。その後，同じ部位をSKICONにて計測した。
【０１６７】
　本実験例において、被験者は男女合わせて４人、環境条件は、高温・高湿度（２５℃，
５５％）で一定とした。
【０１６８】
　図２０は試作機で測定した鼻の肌表面の電気抵抗値と、SKICONで測定した頬の肌水分量
との相関を示す図である。試作機とは、少なくとも、図１１や図１４に示すメガネ型のウ
ェアラブルデバイスに含まれる電極２０１，２０２及び肌水分量処理ユニット２０と、同
様の働きを有する装置を示す。
【０１６９】
　試作機では、SKICONに合わせて所定の演算換算を行った電気伝導度は、SKICONで測定し
た肌の水分量と同じスケールになる。図２０において、SKICONで（頬）で測定した測定値
と、試作機で鼻を測定した測定値を用いて、線形近似直線を引くことで、相関式を算出で
きる。
【０１７０】
　図２０で示すように、試作機（ウェアラブルデバイス）で測定した鼻の肌表面の電気抵
抗値から、SKICONで測定した頬の測定値（肌水分量）を推測することができる。よって、
鼻の肌表面の電気抵抗値から推測した、頬のSKICONの測定量を、頬の水分量の変化の指標
にすることができる。
【０１７１】
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　このように、上記の図１９、図２０の関係により、鼻の肌表面の電気抵抗値と頬のSKIC
ONの測定値（肌水分量）の相関関係を予め測定しておけば、ウェアラブルデバイスを用い
て、測定された鼻の肌表面の電気抵抗値から頬の電気抵抗値（肌水分量）へ換算できるこ
とがわかる。
【０１７２】
　なお、図２０中に示す相関式は、今回の実験に基づく暫定的な式であって、基準とする
ためのデータの数を増やすように被験者の数を増やしたり、被験者の年齢や、性別等を予
め限定して測定しておくことで、より信頼性の高い相関式となると考えられる。
【０１７３】
　また、図１８、図１９を参照して、図２０と同様に考えると、相関関係により、本発明
の実施形態では、ウェアラブルデバイスで測定した第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首
）の肌表面の電気抵抗値から、その第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首）のSKICONの測
定値を推測できると想定しうる。さらには、試作機で測定した第１の部位（耳たぶ、耳の
後ろ、手首）の肌表面の電気抵抗値から、SKICONで測定した第２の部位（頬）の測定値を
推測することができると想定しうる。よって、第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首）の
肌表面の電気抵抗値を、頬の水分量の変化として指標にすることができると考えられる。
【０１７４】
　よって、図１８、図１９を参照して、図２０と同様に考えると、第１の部位（耳たぶ、
耳の後ろ、手首）の肌表面の電気抵抗値と第２の部位（頬）のSKICONの測定量の相関関係
を予め測定しておけば、試作機を用いて測定した第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首等
）の肌表面の電気抵抗値から、第２の部位（頬）の電気抵抗値（肌）へ換算できることが
わかる。
【０１７５】
　［実験例４］
　上記の実験例では、SKICONを計測機器として測定した例を説明したが、本実験例では、
測定を実施する計測機器として、キャパシタンス方式のCorneometer（登録商標）を用い
た。Corneometerでは、SKICON同様に、肌水分量の測定の都度、計測機器本体に接続した
状態のプローブを肌に接触させて測定値を得る。
【０１７６】
　図２１にCorneometerで測定した夫々の被験者の第２の部位（鼻、耳たぶ、耳の後ろ、
手首）と第１の部位（頬）との肌水分量の相関を示す分布図を示す。
【０１７７】
　図２１において、（ａ）は鼻と頬との相関、（ｂ）は耳たぶと頬との相関、（ｃ）は耳
の後ろと頬との相関、（ｄ）は手首と頬との相関を示す。ここで、No.1～No.10まで、１
０人の被験者に対して肌水分量の測定を行った。
【０１７８】
　詳しくは、図２１において、横軸が夫々の被験者の第２の部位（頬）の肌表面の測定値
を表し、縦軸が第１の部位（鼻、耳たぶ、耳の後ろ、手首）の肌表面の測定値（キャパシ
タンスの変換値）を表す。Corneometerによる測定では、肌表面の測定し、演算により変
換した０～１２０の任意の値（単位：ＧＵ（ジーユー（given　unit）））を示す。
【０１７９】
　また、図２１において、Ｒは第１の部位の肌表面の測定値の、第２の部位（頬）の肌表
面の測定値に対する相関係数を示す。
【０１８０】
　図２１に示すように、肌水分量の指標を示す電気特性値がキャパシタンスであるCorneo
meterによる測定でも、第１の部位と第２の部位の間で、相関があることがわかる。
【０１８１】
　一方、図２０に示すように、試作機と計測機器の値には相関があるため、ウェアラブル
デバイスで測定した鼻の肌表面のキャパシタンス（静電容量）から、Corneometerで測定
した頬の測定値（肌水分量、キャパシタンスの変換値）を推測することができる。よって
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、測定した鼻の肌表面のキャパシタ値から推測した、頬のCorneometerの測定量（肌水分
量）を、頬の水分量の変化の指標にすることもできる。
【０１８２】
　このように、上記の図２１を参照して、鼻の肌表面のキャパシタンスと、頬のCorneome
terの測定値（肌水分量）の相関関係を予め測定しておけば、ウェアラブルデバイスを用
いて、測定された鼻の肌表面のキャパシタンスから頬のキャパシタンス（肌水分量）へ換
算できる。
【０１８３】
　上記は、装身品と肌水分量計測装置とを備える装着型又は一体型のウェアラブルデバイ
スについて説明してきたが、これらの装置は通信可能であってもよく、これらの機能のう
ちいずれかを、情報処理端末等の外部機器で実行してもよい。
【０１８４】
　＜システム全体構成＞
　図２２に、本発明の第４～第７実施形態に係る肌水分量モニタリングシステム１００を
含む肌水分量評価ネットワークシステム２００の全体概略図を示す。
【０１８５】
　肌水分量評価ネットワークシステム２００は、肌水分量モニタリングシステム１００と
、データ収集用パソコン（ＰＣ）６又はアドバイス用ＰＣ７の少なくともいずれか一方と
を含む。肌水分量評価ネットワークシステム２００は、さらに表示装置８を含んでもよい
。
【０１８６】
　本発明の第４～第７実施形態に係る肌水分量モニタリングシステム１００は、被験者９
１の肌水分量計測機能を有する装着型又は一体型のウェアラブルデバイス（２，２Ａ，４
，１）と、情報処理端末又は通信端末であるサーバー５と、を備えている。
【０１８７】
　肌水分量評価ネットワークシステム２００において、サーバー５が、データ収集用ＰＣ
６及び/又はアドバイス用ＰＣ７とネットワークを介して接続されている。データ収集用
ＰＣ６及びアドバイス用ＰＣ７は、分析用情報処理装置として機能するコンピュータであ
る。
【０１８８】
　被験者９１は、ウェアラブルデバイスとして、例えば、メガネ３と肌水分量計測装置１
１（１１Ａ）とを備える、装着型又は一体型のメガネ型ウェアラブルデバイス２（２Ａ）
を装着している。なお、図２２の例に限られず、被験者は、ウェアラブルデバイスとして
、マスク１０と肌水分量計測装置１５とを備えるマスク型ウェアラブルデバイス１や、バ
ングル９と肌水分量計測装置１２とを有するバングル型ウェアラブルデバイス４を装着し
てもよい。
【０１８９】
　装着型又は一体型のウェアラブルデバイス２（２Ａ，４，１）に含まれる肌水分量計測
装置１１（１１Ａ，１２，１５）は、一定の時間間隔毎に連続的に被験者９１の肌水分量
として、肌表面の電気特性値を測定する。
【０１９０】
　そして、装着型又は一体型のウェアラブルデバイス２（２Ａ，４，１）は、測定した測
定値（２点間の電気抵抗値）、又は測定値から演算した評価値をサーバー５へ送信する。
サーバー５は測定値又は評価値の少なくともいずれか一方を蓄積して記憶する。測定値、
評価値の詳細は図２３とともに説明する。
【０１９１】
　なお、サーバー５は、サーバー５内で演算可能な情報処理端末であってもよいし、一時
保存機能を有する通信の経由地となる単なる通信端末であってもよい。
【０１９２】
　また、サーバー５は、測定結果（受信した測定値、受信した測定値から演算した評価値
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、又は受信した評価値）を、外部のデータ収集用ＰＣ（分析用情報処理装置）６へ送信す
る。
【０１９３】
　データ収集用ＰＣ６で受信した測定結果（測定値若しくは評価値）を、データ収集用Ｐ
Ｃ６又は、データ収集用ＰＣ６を用いて化粧品研究員９２が分析する。
【０１９４】
　また、サーバー５は、さらに、受信した測定結果を、アドバイス用ＰＣ（分析用情報処
理装置）７へ送信する。アドバイス用ＰＣ７で受信した測定結果（測定値若しくは評価値
）を、アドバイス用ＰＣ７を用いてビューティーアドバイザー９３が分析する。あるいは
、アドバイス用ＰＣ７自体に、肌水分量の評価の指標を示すように肌水分量評価プログラ
ムを内蔵させておき、測定結果に基づいて、経時変化により、肌を評価するように設定し
ておいてもよい。
【０１９５】
　効果確認、及び／又はアドバイス用の分析として、肌水分量の評価を行う指標は、所定
の環境下における肌水分量の値及び変化量である。例えば、環境からの影響として、湿度
が高いほど、肌水分量が多くなる傾向にあり、また、温度が高いほど、発汗の影響により
肌水分量が多くなる傾向にある。まず、その環境を考慮した標準値と比較しての、肌の水
分量の絶対量を評価する。
【０１９６】
　加えて、肌のバリア機能が良好に働いている場合は、上記のように温度や湿度の環境が
発生しても、肌の水分量が変化しにくい傾向にある。よって、時間の経過や、環境の変化
による、肌の水分量の変化量を計測することで、肌のバリア機能が良好に機能しているか
どうかを指標化して評価する。
【０１９７】
　このように、アドバイス用ＰＣ７が分析した、又はアドバイス用ＰＣ７を用いてビュー
ティーアドバイザー９３が分析した、評価、分析された結果を、サーバー５を介して、被
験者９１が携行する表示装置８（スマートフォン、パソコン、携帯電話等、他の表示装置
であっても）へ送信してもよい。
【０１９８】
　ここで、ウェアラブルデバイス２（２Ａ，４，１）に含まれる肌水分量計測装置１１（
１２，１５）とサーバー５との接続は、相手が特定された限定的なネットワーク（第１の
ネットワーク）である。第１のネットワークとして、例えば、Wi-Fi（登録商標）や、Blu
etooth（登録商標）、などが挙げられる。
【０１９９】
　一方、サーバー５と、データ収集用ＰＣ６、アドバイス用ＰＣ７との接続は、ウェアラ
ブルデバイス２（２Ａ，４，１）とサーバー５との接続との間よりも通信可能領域が広い
、より遠距離の通信が可能な公衆ネットワーク（第２のネットワーク）である。第２のネ
ットワークとして、例えば、インターネット、ＩＰ－ＶＡＮ、広域イーサネット（登録商
標）などが挙げられる。
【０２００】
　また、サーバー５と、表示装置（スマートフォン等）８との接続は、例えば、通信可能
領域が広い第２のネットワークで実行される。
【０２０１】
　＜全体フロー＞
　図２２及び図２３を用いて、肌水分量評価ネットワークシステム２００における全体フ
ローの一例を説明する。図２３に、本発明の第５実施形態に係る肌水分量評価ネットワー
クシステム２００におけるフローチャートを示す。
【０２０２】
　なお、図２３に示すフローチャート及び後段の図２４～図２９は、第２、第３実施形態
で説明したメガネ型ウェアラブルデバイス２（２Ａ）及びバングル型ウェアラブルデバイ
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ス４を使用する際に適用する図であり、マスク型ウェアラブルデバイス１は除外する。下
記図２３～図２９に関する説明では、メガネ型ウェアラブルデバイス２を例として説明す
るが、これらの機能は一体型のウェアラブルデバイス２Ａや一体型又は装着型のバングル
型ウェアラブルデバイス４にも適用可能である。
【０２０３】
　ステップ１（Ｓ１）：一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２により、被験者９１
の肌表面の電気抵抗値を測定、肌水分量を推測する。なお、メガネ型ウェアラブルデバイ
ス２（２Ａ）やバングル型ウェアラブルデバイス４では、肌水分量計測装置１１（１１Ａ
，１２）により測定されるものは演算前の第１の部位の測定値（鼻や腕などの電気抵抗値
）である。
【０２０４】
　ここで、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２によって、第１の部位とは異なる
部位であって、評価対象となる第２の部位の評価値（頬の電気抵抗値）を算出してもよい
。よって、送信される測定結果は、演算後の第２の部位の評価値、又は演算前の第１の部
位の測定値（鼻や腕など電気抵抗値）の少なくともいずれか一方であってもよい。
【０２０５】
　Ｓ２：Ｓ１で測定した測定結果（測定値、又は測定値から演算した評価値の少なくとも
いずれか一方）を、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２からサーバー５へ送信す
る。
【０２０６】
　Ｓ３：サーバー５からデータ収集用ＰＣ６へ測定結果を送信する。
【０２０７】
　ここで、サーバー５によって、第１の部位とは異なる、評価対象となる第２の部位の評
価値を算出してもよい。よって、Ｓ３、及び後述するＳ６において、サーバー５から送信
される測定結果は、演算後の第２の部位の評価値、演算前の第１の部位の電気抵抗値及び
演算後の第２の部位の評価値、又は演算前の第１の部位の電気抵抗値、のいずれかであり
うる。
【０２０８】
　Ｓ４：データ収集用ＰＣ６又は化粧品研究員９２が測定結果を分析する。
【０２０９】
　ここで、データ収集用ＰＣ６によって、第１の部位とは異なる、評価対象となる第２の
部位の評価値（頬の電気抵抗値）を算出してもよい。
【０２１０】
　Ｓ５：化粧品研究員９２が分析結果（分析した測定結果）を基に化粧品等の効果確認を
行う。
【０２１１】
　Ｓ６：Ｓ３と並行して、サーバー５からアドバイス用ＰＣへ測定結果を送信する。
【０２１２】
　Ｓ７：アドバイス用ＰＣ７又はビューティーアドバイザー９３が測定結果を分析する。
【０２１３】
　Ｓ８：分析結果、及び/又は分析結果情報を基にしたアドバイスを、サーバー５を介し
て、被験者９１の表示装置（スマートフォン）８へ送信する。これにより、被験者９１は
、自分の肌水分量や生活状況等のアドバイスを取得することができる。
【０２１４】
　なお、第１の部位の測定値（電気抵抗値）から、第２の部位の評価値への変換は、ウェ
アラブルデバイス２（２Ａ，４）、サーバー５、データ収集用ＰＣ６又はアドバイス用Ｐ
Ｃ７のいずれで実施してもよい。ウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）で評価値への変換
を行う具体的な例を図２４、サーバー５Ａで評価値への変換を行う例を図２７、データ収
集用ＰＣ又はアドバイス用ＰＣで評価値への変換を行う例を図２９で示して説明する。
【０２１５】
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　［システム例１：（第４実施形態）］
　図２４に本発明の第５実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム２００の機能ブロ
ック図を示す。図２５に、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）の肌
水分量処理ユニット２０及びサーバー５のハードウエアブロック図の例を示す。
【０２１６】
　図２４に示す一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）は、図１３と同
様に、電極２０１，２０２と、ケース２１内に設けられる肌水分量処理ユニット２０とを
備えている。本構成例では、肌水分量処理ユニット２０には、電源２２と、測定部２３と
、演算部２４と、相関記憶部２５ａと、測定値／評価値記憶部２５ｂと、環境情報・被験
者情報測定部２６と、通信部２８と、計時手段２９とが設けられている。
【０２１７】
　また、サーバー５には、近距離用通信部５１と、測定値/評価値記憶部５２と、遠距離
用通信部５３が設けられている。
【０２１８】
　図２５において、肌水分量処理ユニット２０（及びサーバー５）は、Central Processi
ng Unit（ＣＰＵ）３２、Non-volatile RAM（ＮＶＲＡＭ）３３、Random Access Memory(
ＲＡＭ)３４、(Read Only Memory)ＲＯＭ３５、Hard Disk Drive（ＨＤＤ）３６、及び通
信インタフェース（Ｉ／Ｆ）３７を備える。各処理部（構成要素）３２～３７はバス３１
を介して接続され、情報のやり取りを行う。
【０２１９】
　ＲＯＭ３５やＨＤＤ３６には、オペレーティングシステムや各種プログラム（例えば、
タイミングプログラム、情報送受信プログラム等）が格納されており、必要に応じてＲＡ
Ｍ３４に読み出され、ＣＰＵ３２により各プログラムが実行される。
【０２２０】
　例えば、肌水分量処理ユニット２０において、測定部２３及び演算部２４は、ＣＰＵ３
２によって実現されている。通信Ｉ／Ｆ３７は、サーバー５とウェアラブルデバイス２（
２Ａ，４）間の通信を行うためのインタフェースである。
【０２２１】
　相関記憶部２５ａと、測定値／評価値記憶部２５ｂはＮＶＲＡＭ３３によって実現され
ている。
【０２２２】
　また、サーバー５も図２５と同様のハードウエア構成を有しており、後述する第６の実
施形態における、サーバー５Ａの演算部５４（図２７参照）は、ＣＰＵ３２によって実現
され、演算手段として機能する。
【０２２３】
　サーバー５（５Ａ）の近距離用通信部５１（図２４、図２７参照）は、通信Ｉ／Ｆ３７
によって実現され、サーバー５とウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）間の通信を行うこ
とでデータを取得するデータ取得手段として機能する。
【０２２４】
　サーバー５（５Ａ）の、ＲＯＭ３５やＨＤＤ３６には、オペレーティングシステムや各
種プログラム（例えば、タイミングプログラム、情報送受信プログラム、肌水分量評価プ
ログラム等）が格納されており、必要に応じてＲＡＭ３４に読み出され、ＣＰＵ３２によ
り各プログラムが実行される。
【０２２５】
　サーバー５（５Ａ）の相関記憶部５５と、測定値/評価値記憶部５２はＮＶＲＡＭ３３
によって実現されている。
【０２２６】
　なお、上記ハードウエアの構成はあくまで一例であって、必要に応じて変更可能である
。
【０２２７】
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　図２４を参照して、電源２２は、第１の電極２０１及び第２の電極２０２と、演算部２
４や測定部２３を介して接続され、演算部２４に制御されながら、第１の電極２０１と第
２の電極２０２に電圧を印加する。
【０２２８】
　または、近くにサーバー５を設ける場合であって、無線送電によって、サーバー５から
電力供給が可能である場合はウェアラブルデバイス２（２Ａ）内に電源２２を設けなくて
もよい。
【０２２９】
　また、測定部２３は、第１の電極２０１及び第２の電極２０２と接続され、第１の電極
２０１と第２の電極２０２との２点間の電気抵抗値を一定時間間隔毎に測定する。電池等
からなる電源２２により電位が上がり、第１の電極２０１及び第２の電極２０２に電流が
流れ、２つの電極２０１，２０２間から流れた電流と２つの電極２０１，２０２の電圧降
下量とを測定部２３で測定することで肌の電気抵抗値が測定できる。
【０２３０】
　図２４を参照して、電源２２及び測定部２３が設けられている肌水分量処理ユニット２
０と、第１の電極２０１及び第２の電極２０２とは、導線２０３を介して接続されている
。
【０２３１】
　図２４を参照して、肌水分量処理ユニット２０において、演算部２４は、測定部２３に
接続され、測定する第１の部位の肌表面の電気抵抗値から第２の部位の肌表面の電気抵抗
値を推測する。なお、演算部２４は、測定部２３と同一のＩＣで構成されてもよい。
【０２３２】
　相関記憶部２５ａは、演算部２４に接続されており、第１の部位の肌表面の電気抵抗値
と、第２の部位の肌表面の電気抵抗値との相関係数を予め記憶しておく。さらに、相関記
憶部２５ａは、周囲温度や周囲湿度などを測定する環境情報・被験者情報測定部２６に、
接続されている。相関記憶部２５ａは、温度又は/及び湿度によって変化する、第１の部
位の肌表面の電気抵抗値と、第２の部位の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶し
ておいてもよい。
【０２３３】
　周囲温度や周囲湿度などの環境情報を測定する環境情報・被験者情報測定部（環境情報
・被験者情報測定手段）２６は、演算部２４を介して相関記憶部２５ａに接続されている
。
【０２３４】
　相関記憶部２５ａは、温度、湿度などの環境情報、又は被験者の体温などの被験者情報
の少なくともいずれか一つによって変化する、測定に利用する鼻の肌表面の電気抵抗値と
、頬の肌表面の電気抵抗値との相関関係を予め記憶しておいてもよい。
【０２３５】
　なお、上記の環境情報・被験者情報測定部２６は、肌水分量処理ユニット２０に設けら
れていなくてもよく、例えば、被験者が手動で記録したり、スマートフォン等で測定して
サーバーへ送信し、サーバー５から肌水分量処理ユニット２０へ送信することで肌水分量
処理ユニット２０が取得したりしてもよい。
【０２３６】
　測定値／評価値記憶部２５ｂは、測定した第１の部位の電気抵抗値及び/又は推測した
第２の部位の電気抵抗値を蓄積して記憶する。なお、相関記憶部２５ａと測定値／評価値
記憶部２５ｂは、同一の記憶手段（例えば、ＮＶＲＡＭ３３）で構成されてもよい。
【０２３７】
　さらに、通信部２８は、測定値／評価値記憶部２５ｂに記憶した測定結果（電気抵抗値
／評価値）を所定時間毎にサーバー５へと送信する。
【０２３８】
　また、時刻を計測する計時手段２９が設けられていてもよい。測定値／評価値記憶部２
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５ｂは、測定した測定値と、計時手段２９が計測した時刻とを対応付けて記憶することで
、一日における時間帯の変化による、肌の電気抵抗値（肌の水分量）を把握することがで
きる。
【０２３９】
　サーバー５は、近距離用通信部５１で、ウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）の肌水分
量処理ユニット２０の通信部２８と通信して、測定結果を受信して、測定値/評価値記憶
部５２に一時的に保存する。
【０２４０】
　そして、所定のタイミングで、遠距離用通信部５３が、データ収集用ＰＣ６、アドバイ
ス用ＰＣ７へ測定結果を送信する。
【０２４１】
　上述のようにデータ収集用ＰＣ６で分析され、アドバイス用ＰＣ７で分析、評価される
。
【０２４２】
　そして、アドバイス用ＰＣから、評価結果がサーバー５へ送信される。サーバー５の遠
距離用通信部５３は、アドバイス用ＰＣから送信された評価結果を、スマートフォン等の
表示装置８へ送信する。
【０２４３】
　＜第４実施形態の動作例＞
　図２６に、図２４の肌水分量評価ネットワークシステム２００における動作例の詳細シ
ーケンス図を示す。なお、図２６に示すフローの前提として、上述したような実験（図１
７～図２１参照）を行い、予め、第１の部位の肌表面の水分量（電気抵抗値）と、第２の
部位の肌表面の水分量（電気抵抗値）との相関係数を予め記憶しておく。
【０２４４】
　Ｓ１１：計時手段２９において、前回の測定から一定の時間間隔が経過し、測定時間に
到達したか確認する。測定時間に到達したら、Ｓ１２へ進む。
【０２４５】
　Ｓ１２：電源２２から、第１の部位の肌表面へ、接触する電極２０１，２０２を介して
電圧を印加する。
【０２４６】
　Ｓ１３：電極２０１，２０２間の電気抵抗値、即ち第１の部位の肌表面の２点間の電気
抵抗値を測定する。Ｓ１２とＳ１３とが、肌表面の電気抵抗値測定ステップである。
【０２４７】
　なお、Ｓ１１で測定時間に到達した際に、Ｓ１２，Ｓ１３と並行して、環境情報・被験
者情報測定部２６により温度と湿度を測定し（温度測定ステップ：Ｓ１４、湿度測定ステ
ップ：Ｓ１５）と好ましい。
【０２４８】
　Ｓ１６：測定値／評価値記憶部２５ｂで、測定された第１の部位の電気抵抗値（測定値
）を記憶する（測定値記憶ステップ）。
【０２４９】
　Ｓ１７：演算部２４は、記憶された第２の部位の電気抵抗値（肌水分量）と測定に用い
られた第１の部位の電気抵抗値の相関関係を相関記憶部２５ａから呼び出す。
【０２５０】
　Ｓ１８：演算部２４は、呼び出された相関関係を参照して、第１の部位の肌の電気抵抗
値から、第２の部位の肌表面の電気抵抗値（肌水分量）を推測する（変換する）（演算ス
テップ）。
【０２５１】
　Ｓ１９：測定値／評価値記憶部２５ｂで、推測された第２の部位の肌表面の電気抵抗値
を記憶する。
【０２５２】
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　Ｓ２０：ウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）の通信部２８は、測定結果（少なくとも
、演算後の第２の部位の測定値（頬の電気抵抗値）を含み演算前の第１の部位（鼻）の電
気抵抗値をさらに含んでいてもよい（下記、第２の部位の電気抵抗値（＋第１の部位の電
気抵抗値）と示す）をサーバー５へ送信する。
【０２５３】
　サーバー５の近距離用通信部５１が第２の部位の電気抵抗値（＋第１の部位の電気抵抗
値）を取得する。
【０２５４】
　Ｓ２１：サーバー５の測定値/評価値記憶部５２は、第２の部位の電気抵抗値（＋第１
の部位の電気抵抗値）を記憶する。
【０２５５】
　Ｓ２２：サーバー５の遠距離用通信部５３は、第２の部位の電気抵抗値（＋第１の部位
の電気抵抗値）をアドバイス用ＰＣへ送信し、アドバイス用ＰＣ７が、第２の部位の電気
抵抗値（＋第１の部位の電気抵抗値）を取得する。
【０２５６】
　Ｓ２３：アドバイス用ＰＣ７は、第２の部位の電気抵抗値（＋第１の部位の電気抵抗値
）を基に肌状態を分析する。
【０２５７】
　Ｓ２４：アドバイス用ＰＣ７は、第２の部位の電気抵抗値（＋第１の部位の電気抵抗値
）とともに、分析結果を記憶する。
【０２５８】
　Ｓ２５：アドバイス用ＰＣ７は、分析結果をサーバー５へ送信する。
【０２５９】
　Ｓ２６：サーバー５は分析結果を表示装置８へ送信する。
【０２６０】
　なお、図２６では、分析用情報処理装置の例としてアドバイス用ＰＣ７について説明し
たが、データ収集用ＰＣ６でも同様の機能を実行可能であるとする。なお、データ収集用
ＰＣ６は、被験者用ではなく、化粧品会社等の研究者等のためにデータの蓄積を目的とし
ているので、フィードバックは行わなくてもよいため、ステップＳ２５～Ｓ２７で示す分
析結果の送信は行わなくてもよい。
【０２６１】
　図２４に示す第４実施形態では、演算や記憶処理は、ウェアラブルデバイス２（２Ａ，
４）側で行われていたが、演算や記憶処理は、サーバー５Ａやデータ収集用ＰＣ６、アド
バイス用ＰＣ７等で行われてもよい。
【０２６２】
　［システム例２：第５実施形態］
　図２７に、本発明の第５実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム２００Ａの機能
ブロック図を示す。本実施形態において、演算や記憶処理は、肌水分量モニタリングシス
テム１００Ａの、サーバー５Ａで行われている。
【０２６３】
　本構成では、ウェアラブルデバイス２Ｂは、肌水分量処理ユニット２０の代わりに肌水
分量計測ユニット２０Ｂを備えている。肌水分量計測ユニット２０Ｂは、相関記憶部２５
ａを備えておらず、演算部２４の代わりに、演算はせずに制御指示のみを行う制御部２７
を有する点が、図２４に示す肌水分量処理ユニット２０とは異なるが、その他の構成は肌
水分量処理ユニット２０と同様である。
【０２６４】
　本構成では、サーバー５Ａには、近距離用通信部５１、測定値/評価値記憶部５２、及
び遠距離用通信部５３に加えて、演算部５４、及び相関記憶部５５が設けられている。
【０２６５】
　本実施形態において、サーバー５Ａ内の演算部５４、相関記憶部５５が行う機能は、図
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２４に示す、演算部２４、相関記憶部２５ａが行う機能と同様である。
【０２６６】
　本実施形態では、演算、記憶処理を、サーバー５Ａ側で実施させているので、ウェアラ
ブルデバイス２Ｂ側の部品点数を削減させ、ウェアラブルデバイス２Ｂを、図２４の構成
よりもシンプルに、小型化することができる。
【０２６７】
　＜第５実施形態の動作例＞
　図２８に、図２７の肌水分量評価ネットワークシステム２００Ａにおける動作例の詳細
シーケンス図を示す。なお、図２８に示すフローの前提として、図２６と同様に、第１の
部位の肌表面の水分量（電気抵抗値）と、第２の部位の肌表面の水分量（電気抵抗値）と
の相関係数を予め記憶しておく。
【０２６８】
　なお、図２６では、Ｓ１６～Ｓ１９の演算、記憶処理を、ウェアラブルデバイス２Ｂ側
で実施する例を説明したが、例えば、図２７に示すシステムでは、図２８の本フローに示
すように、Ｓ１６～Ｓ１９の演算、記憶処理を、サーバー５Ａ側で実施してもよい。
【０２６９】
　図２８のＳ１１～Ｓ１６のフローは、上述の図２６と同様である。
【０２７０】
　Ｓ２８：肌水分量計測ユニット２０Ｂの通信部２８Ａは、測定された第１の部位の電気
抵抗値を（測定値記憶ステップ）送信する。なお、Ｓ１６にて、一定時間分の測定結果を
ウェアラブルデバイス２Ｂ側に蓄積しておき、まとめてサーバーに送信する。
【０２７１】
　なお、Ｓ２０で実施するウェアラブルデバイス２Ｂからサーバー５Ａへの第１の部位の
電気抵抗値の送信を、Ｓ１３の第１の部位の肌表面の電気抵抗値を測定した直後に毎回実
施する場合は、前のステップのＳ１６の一時保存ステップは省略してもよい。
【０２７２】
　Ｓ２９：サーバー５Ａの演算部５４は、記憶された第２の部位の電気抵抗値と測定に用
いられた第１の部位の電気抵抗値の相関関係を相関記憶部５５から呼び出す。
【０２７３】
　Ｓ３０：演算部５４は、呼び出された相関関係を参照して、第１の部位の肌の電気抵抗
値から、第２の部位の肌表面の電気抵抗値（肌水分量）を推測する（変換する）（演算ス
テップ）。
【０２７４】
　Ｓ３１：測定値/評価値記憶部５２は、推測された第２の部位の肌表面の電気抵抗値を
記憶する。
【０２７５】
　Ｓ３２：サーバーの遠距離用通信部５３は、測定された第１の部位の肌表面の電気抵抗
値及び推測された第２の部位の肌表面の電気抵抗値をアドバイス用ＰＣ７へ送信する。
【０２７６】
　Ｓ３３～Ｓ３７のフローは、上述の図２６に示すＳ２３～Ｓ２７のフローと同様である
。なお、図２８では、分析用情報処理装置の例としてアドバイス用ＰＣ７について、説明
したが、表示装置８との転送のやりとりを除き、データ収集用ＰＣ６でも同様の機能を実
行可能であるとする。
【０２７７】
　図２４～図２８に示す第４、第５実施形態では、演算や記憶処理は、肌水分量モニタリ
ングシステム１００内で行われていたが、演算や記憶処理は、接続される、データ収集用
ＰＣ６やアドバイス用ＰＣ７等で行われてもよい。
【０２７８】
　［システム例３：第６実施形態］
　図２９に、本発明の第６実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム２００Ｂの機能
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ブロック図を示す。本実施形態において、演算や記憶処理は、アドバイス用ＰＣ７Ｂ側で
行われている。
【０２７９】
　なお、例として、アドバイス用ＰＣ７Ｂについて、説明するが、データ収集用ＰＣ６で
も同様の機能構成を有し、同様の機能を実行可能であるとする。なお、データ収集用ＰＣ
６は、被験者用ではなく、研究者等のためにデータの蓄積を目的としているため、フィー
ドバックは行わなくてもよい。
【０２８０】
　本構成では、情報処理装置であるアドバイス用ＰＣ７Ｂは、通信部７１、演算部７２、
相関記憶部７３、測定値／評価値／分析値記憶部７４、分析部７５、及び分析用データ記
憶部７６を備えている。
【０２８１】
　アドバイス用ＰＣ７Ｂにおける演算部７２、相関記憶部７３の機能は、第１実施形態に
おける演算部２４、相関記憶部２５ａの機能、及び第２実施形態におけるサーバー５Ａの
演算部５４、相関記憶部５５の機能と同様である。演算部７２は、記憶された第２の部位
の電気抵抗値と測定した第１の部位の電気抵抗値との相関関係を相関記憶部７３から呼び
出して参照して、第１の部位の肌の電気抵抗値から、第２の部位の肌表面の電気抵抗値を
推測する（変換する）。
【０２８２】
　図２９に示す実施形態において、ウェアラブルデバイス２Ｂは、図２７に示す第５実施
形態のウェアラブルデバイス２Ｂと同じものを利用する。
【０２８３】
　また、サーバー５Ｂは、図２４に示す第４実施形態のサーバー５の構成と大体同様であ
るが、図２４のサーバー５では、測定値/評価値記憶部５２による記憶対象が測定値及び
評価値であったのに、図２９に示す本実施形態のサーバー５Ｂでは、測定値記憶部５２Ｂ
による記憶対象が、測定値だけである点が異なる。
【０２８４】
　本実施形態において、演算、記憶処理を、アドバイス用ＰＣ７Ｂ側で実施させているの
で、第５実施形態と同様に、ウェアラブルデバイス２Ｂ側の部品点数を削減させ、ウェア
ラブルデバイス２Ｂを、図２４の構成よりもシンプルに、小型化することができる。
【０２８５】
　なお、本実施形態の制御フローは、第２実施形態の制御フローと大体同様であるため記
載は省略する。Ｓ２８でサーバーを経由して、測定値である第１の部位の電気抵抗値がそ
のままアドバイス用ＰＣ７Ｂへ送信され、Ｓ２９～Ｓ３１の演算・記憶ステップが、サー
バー５Ｂでなく、アドバイス用ＰＣ７Ｂ側で実施される点が異なる。
【０２８６】
　＜第７実施形態＞
　上記の実施形態では、第２、第３実施形態のウェアラブルデバイスについて説明したが
、図１～図９に示す第１実施形態のマスク型ウェアラブルデバイス１もシステムにしても
よい。本実施形態においても、図２２と同様に、肌水分量評価ネットワークシステム４０
０において、マスク型ウェアラブルデバイス１は、サーバー５Ｃと接続し、サーバー５が
、データ収集用ＰＣ６及び/又はアドバイス用ＰＣ７とネットワークを介して接続されて
いる。
【０２８７】
　図３０に本発明の第７実施形態に係る肌水分量評価ネットワークシステムの機能ブロッ
ク図を示す。
【０２８８】
　図３０に示すように、図３と同様に、肌水分量計測ユニット８０には、測定部８１と、
電源８２と、測定値記憶部８３と、計時手段８４と、環境情報・被験者情報測定部８５と
、表示部８６と、通信部８７とが設けられている。
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【０２８９】
　本実施形態では、直接評価対象となる頬の電気特性値を測定値として測定するため、マ
スク型ウェアラブルデバイス１の通信部８７は、その測定値をサーバー５Ｃへ送る。
【０２９０】
　サーバー５Ｃは、図２９に示す第６実施形態のサーバー５Ｂの構成と大体同様であるが
、測定値記憶部５２Ｃによる記憶対象が、鼻の測定値ではなく、頬の測定値である点が異
なる。
【０２９１】
　本実施形態においても、頬の測定値をサーバー５Ｃがアドバイス用ＰＣ７に送信するこ
とで、アドバイス用ＰＣ７から分析結果、及び/又は分析結果情報を基にしたアドバイス
を、サーバー５Ｃを介して、表示装置８へ送信することで、被験者９１がアドバイスを受
信することも可能である。
【０２９２】
　なお、図３０では、肌水分量モニタリングシステム３００や、該肌水分量モニタリング
システム３００を含む肌水分量評価ネットワークシステム４００に含まれるマスク型ウェ
アラブルデバイス１が図３の構成である例を示しているが、肌水分量モニタリングシステ
ムにおいて、図６～図９に示す、無線電力伝送や無線通信を用いたマスク型ウェアラブル
デバイスを、構成要素としてもよい。
【０２９３】
　なお、サーバー又はサーバーと通信可能な情報処理装置で実行される上記方法（第４～
第７実施形態）は、コンピュータによって実現される、肌水分量評価プログラムによって
指示されてもよい。一又は複数の任意のコンピュータ（例えば、サーバー５、ＰＣ６，７
）のＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、その
プログラムを格納するハードディスクなどの記憶ユニット、ネットワーク接続用インタフ
ェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして
、その実現方法、装置にはいろいろな変形例がとりうる。
【０２９４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内におい
て、種々の変形・変更が可能なものである。
【符号の説明】
【０２９５】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　マスク型ウェアラブルデバイス
　２，２Ａ，２Ｂ　メガネ型ウェアラブルデバイス
　３　メガネ（装身品）
　４　バングル型ウェアラブルデバイス）
　９　バングル（装身品）
　１０　マスク（装身品）
　１１，１１Ａ　肌水分量計測装置（メガネ用）
　１２　肌水分量計測装置（バングル用）
　１５，１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ　肌水分量計測装置（マスク用）
　２０１，２０１Ａ，２０１Ｂ　第１の電極
　２０１ｈ　くり抜き部
　２０２，２０２Ａ、２０２Ｂ　第２の電極
　２０２ｈ　くり抜き部
　２０３，２０３Ａ，２０３Ｂ　導線
　２０４　加速度センサ
　３０１　ノーズパッド
　３０２　レンズ
　３０３　リム
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　３０４　ブリッジ
　３０５　テンプル
　３０６　クリングス
　２０，２０Ａ　肌水分量処理ユニット
　２０Ｂ　肌水分量計測ユニット
　２１　ケース
　２２　電源
　２３　測定部
　２４　演算部
　２５　記憶部
　２５ａ　相関記憶部
　２５ｂ　測定値／評価値記憶部
　２５ｃ　測定値記憶部
　２６　環境情報・被験者情報測定部
　２７　制御部
　２８　通信手段
　２９　計時手段
　８０　肌水分量計測ユニット
　５，５Ａ，５Ｂ　サーバー（情報処理端末、端末）
　６　データ収集用ＰＣ（分析用情報処理装置）
　７，７Ｂ　アドバイス用ＰＣ（分析用情報処理装置）
　８　表示装置
　５１　近距離用通信部
　５２　測定値/評価値記憶部
　５２Ｂ，５２Ｃ　測定値記憶部
　５３　遠距離用通信部
　５４　演算部
　５５　相関記憶部
　７１　通信部
　７２　演算部
　７３　相関記憶部
　７４　測定値／評価値／分析値記憶部
　７５　分析部
　７６　分析用データ記憶部
　１００，１００Ａ，３００　肌水分量モニタリングシステム
　２００，２００Ａ，２００Ｂ，４００　肌水分量評価ネットワークシステム
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月7日(2017.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定
する測定部と、を備えることを特徴とする
　肌水分量計測装置。
【請求項２】
　時刻を計測する計時手段と、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部と、を備え、
　前記測定部は、前記時刻を基に、前記一定時間間隔毎に前記肌表面を測定し、
　前記測定値記憶部は、測定した前記肌表面の電気特性値と、前記時刻とを対応付けて記
憶することを特徴とする
　請求項１に記載の肌水分量計測装置。
【請求項３】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項１又は２に記載の肌水分量計測装置。
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【請求項４】
　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　前記肌水分量計測装置は、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、前記第１の部位とは
異なる部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部と、
　前記評価部に接続され、前記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表
面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部と、を備えることを特徴とす
る
　請求項２に記載の肌水分量計測装置。
【請求項５】
　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　前記評価部は、温度、湿度などの環境情報及び/又は被験者の体温などの被験者情報を
取得可能であり、
　前記相関記憶部は、前記環境情報及び/又は前記被験者情報によって変化する、前記第
１の部位の肌表面の電気特性値と、前記第２の部位の肌表面の電気特性値との相関係数を
予め記憶しておき、
　前記測定値記憶部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気特性値と、測定した前記
環境情報及び/又は前記被験者情報とを対応付けて記憶し、
　前記評価部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気特性値から前記第２の部位の肌
表面の電気特性値を、前記環境情報及び/又は前記被験者情報に対応付けて、推測するこ
とを特徴とする
　請求項４に記載の肌水分量計測装置。
【請求項６】
　測定した前記肌表面の電気特性値を所定時間毎に外部機器に送信する通信部を備えるこ
とを特徴とする
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項７】
　前記測定部は、前記肌表面の電気特性値として、２点間の電気抵抗値又は/及びキャパ
シタンスを測定することを特徴とする
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項８】
　被験者が身に着ける装身品と、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定
部と、を備えることを特徴とする
　ウェアラブルデバイス。
【請求項９】
　前記ウェアラブルデバイスは、被験者の顔に装着するメガネ型のウェアラブルデバイス
であって、
　一対のレンズ、又は該レンズが嵌めこみ可能な一対のリムの少なくもいずれか一方と、
　前記一対のレンズ間又は前記一対のリム間の橋渡しをするブリッジと、
　前記一対のレンズ又は前記一対のリムを支持し、前記被験者の顔の前面から耳へこめか
みを通って延在しているテンプルと、
　前記被験者の鼻と接触可能であり、前記鼻の肌表面に電圧を印加する第１の電極と第２
の電極が一体形成される一対のノーズパッドと、
　前記第１の電極と前記第２の電極を介して、前記被験者の前記鼻の肌表面の２点間の電
気特性値を測定する測定部と、
　測定した前記鼻の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、頬の肌水分量を評価する評価
部と、を備えていることを特徴とする
　請求項８に記載のウェアラブルデバイス。
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【請求項１０】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる又は電極によって、前記被験者の体の肌表
面の２点に電圧を印加して前記肌表面の２点間の電気特性値を測定する測定ステップと、
　前記測定ステップを一定時間間隔毎に繰り返すことで、該一定時間間隔毎の前記肌表面
の電気特性値の変化を測定させる測定タイミング制御ステップと、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶ステップと、を有する
ことを特徴とする
　肌水分量測定方法。
【請求項１１】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項１０に記載の肌水分量測定方法。
【請求項１２】
　前記測定ステップでは、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を
測定し、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価ステップと、を含むことを特徴とする
　請求項１０又は１１に記載の肌水分量測定方法。
【請求項１３】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極に電圧を印加することで、前記被験者
の肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、
　前記測定部に第１のネットワークを介して通信可能な情報処理端末と、を備えており、
　前記測定部又は前記情報処理端末の少なくとも一方に、測定した前記肌表面の電気特性
値を蓄積して記憶する測定値記憶部が設けられていることを特徴とする
　肌水分量モニタリングシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の肌水分量モニタリングシステムと、
　前記第１のネットワークよりも通信可能領域が広い第２のネットワークを介して前記情
報処理端末と通信可能であって、測定した前記肌表面の電気特性値を元に、前記被験者の
肌の分析を実施する、分析用情報処理端末と、を備えることを特徴とする
　肌水分量評価ネットワークシステム。
【請求項１５】
　前記測定部は前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を測定し、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部、及び、前記評価部に接続され、前
記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表面の電気特性値との相関係数
を予め記憶しておく相関記憶部が、前記測定部、前記情報処理端末又は前記分析用情報処
理端末に設けられることを特徴とする
　請求項１４に記載の肌水分量評価ネットワークシステム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられ、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２
点に電圧を印加して２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部から
、測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を取得するデータ取得手段、及
び
　取得した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から前記第１の部位とは異なる
部位であって、評価対象となる第２の部位の肌水分量を推測する演算手段として機能させ
ることを特徴とする
　肌水分量評価プログラム。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　図５は図４に示す電極６２のマスクの耳かけ部１０２への取り付け状態の断面図を段階
的に示している。図５において、（ａ）は電極６２の取り付け前の状態を示す。図５（ａ
）に示すように、予め、マスク１０の耳かけ部１０２に、孔部Ｏを形成しておくとする。
 
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　これにより、肌と接触する導電布６８と、連結布６７と、支持板６４Ａと、スナップボ
タンの凸部６５，凹部６６とを合わせて電極６２として機能し、導線６３へ電気特性値で
ある電流が流れる。
 
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　図６の構成では、図３の構成と比較して、電源８２１と電極６１，６２とを無線で接続
するように、肌水分量計測装置１５Ａ（１５Ｂ）に、電力の無線伝送のための構成要素と
、データの無線通信のための構成要素が設けられている点が異なる。
 
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　なお、試作機での検出結果におけるノイズ部分は、体を動かしたり、会話、くしゃみ、
咳など、顔の表情に変化があったりした時間に相当している。
 
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７３】
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　また、図１８、図１９を参照して、図２０と同様に考えると、相関関係により、本発明
の実施形態では、ウェアラブルデバイスで測定した第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首
）の肌表面の電気抵抗値から、その第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首）のSKICONの測
定値を推測できると想定しうる。さらには、試作機で測定した第１の部位（耳たぶ、耳の
後ろ、手首）の肌表面の電気抵抗値から、SKICONで測定した第２の部位（頬）の測定値を
推測することができると想定しうる。よって、第１の部位（耳たぶ、耳の後ろ、手首）の
肌表面の電気抵抗値を、頬の水分量の変化の指標にすることができると考えられる。
 
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９４】
　また、サーバー５は、さらに、受信した測定結果を、アドバイス用ＰＣ（分析用情報処
理装置）７へ送信する。アドバイス用ＰＣ７で受信した測定結果（測定値若しくは評価値
）を、アドバイス用ＰＣ７を用いてビューティーアドバイザー９３が分析する。あるいは
、アドバイス用ＰＣ７自体に、肌水分量の評価の指標を示すように肌水分量評価プログラ
ムを内蔵させておき、経時変化した測定結果に基づいて、肌を評価するように設定してお
いてもよい。
 
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９７】
　このように、アドバイス用ＰＣ７が分析した、又はアドバイス用ＰＣ７を用いてビュー
ティーアドバイザー９３が分析した、分析結果又は/及び肌評価を、サーバー５を介して
、被験者９１が携行する表示装置８（スマートフォン、パソコン、携帯電話等、他の表示
装置であってもよい）へ送信してもよい。
 
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０１】
　＜全体フロー＞
　図２２及び図２３を用いて、肌水分量評価ネットワークシステム２００における全体フ
ローの一例を説明する。図２３に、本発明の第４実施形態に係る肌水分量評価ネットワー
クシステム２００におけるフローチャートを示す。
 
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１５】
　［システム例１：（第４実施形態）］
　図２４に本発明の第４実施形態の肌水分量評価ネットワークシステム２００の機能ブロ
ック図を示す。図２５に、一体型又は装着型のウェアラブルデバイス２（２Ａ，４）の肌
水分量処理ユニット２０及びサーバー５のハードウエアブロック図の例を示す。
 
 
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２８５】
　なお、本実施形態の制御フローは、第５実施形態の制御フローと大体同様であるため記
載は省略する。Ｓ２８でサーバーを経由して、測定値である第１の部位の電気抵抗値がそ
のままアドバイス用ＰＣ７Ｂへ送信され、Ｓ２９～Ｓ３１の演算・記憶ステップが、サー
バー５Ｂでなく、アドバイス用ＰＣ７Ｂ側で実施される点が異なる。
 
 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】
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【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１１】

【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月23日(2018.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　時刻を計測する計時手段と、
　前記電極を介して、前記時刻を基に、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の
電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、
　測定した前記肌表面の電気特性値を、前記時刻と対応付けて、蓄積して記憶する測定値
記憶部と、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、前記第１の部位とは
異なる部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部と、
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　前記評価部に接続され、前記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表
面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部と、を備えることを特徴とす
る
　肌水分量計測装置。
【請求項２】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項１に記載の肌水分量計測装置。
【請求項３】
　前記評価部は、温度、湿度などの環境情報及び/又は被験者の体温などの被験者情報を
取得可能であり、
　前記相関記憶部は、前記環境情報及び/又は前記被験者情報によって変化する、前記第
１の部位の肌表面の電気特性値と、前記第２の部位の肌表面の電気特性値との相関係数を
予め記憶しておき、
　前記測定値記憶部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気特性値と、測定した前記
環境情報及び/又は前記被験者情報とを対応付けて記憶し、
　前記評価部は、測定した前記第１の部位の肌表面の電気特性値から前記第２の部位の肌
表面の電気特性値を、前記環境情報及び/又は前記被験者情報に対応付けて、推測するこ
とを特徴とする
　請求項１又は２に記載の肌水分量計測装置。
【請求項４】
　測定した前記肌表面の電気特性値を所定時間毎に外部機器に送信する通信部を備えるこ
とを特徴とする
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項５】
　前記測定部は、前記肌表面の電気特性値として、２点間の電気抵抗値又は/及びキャパ
シタンスを測定することを特徴とする
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の肌水分量計測装置。
【請求項６】
　被験者が身に着ける装身品と、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　前記電極を介して、前記肌表面の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定
部と、を備えるウェアラブルデバイスであって、
　前記ウェアラブルデバイスは、被験者の顔に装着するメガネ型のウェアラブルデバイス
であって、
　一対のレンズ、又は該レンズが嵌めこみ可能な一対のリムの少なくもいずれか一方と、
　前記一対のレンズ間又は前記一対のリム間の橋渡しをするブリッジと、
　前記一対のレンズ又は前記一対のリムを支持し、前記被験者の顔の前面から耳へこめか
みを通って延在しているテンプルと、
　前記被験者の鼻と接触可能であり、前記鼻の肌表面に電圧を印加する第１の電極と第２
の電極が一体形成される一対のノーズパッドと、
　前記第１の電極と前記第２の電極を介して、前記被験者の前記鼻の肌表面の２点間の電
気特性値を測定する測定部と、
　測定した前記鼻の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、頬の肌水分量を評価する評価
部と、を備えていることを特徴とする
　ウェアラブルデバイス。
【請求項７】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極によって、前記被験者の体の第１の部
位の肌表面の２点に電圧を印加して前記肌表面の２点間の電気特性値を測定する測定ステ
ップと、
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　前記測定ステップを一定時間間隔毎に繰り返すことで、該一定時間間隔毎の前記肌表面
の電気特性値の変化を測定させる測定タイミング制御ステップと、
　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶ステップと、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価ステップと、を有することを特徴とす
る
　肌水分量測定方法。
【請求項８】
　前記装身品はマスク、メガネ、ブレスレット形状のリストバンド、腕時計、又はミサン
ガから選択される一つであることを特徴とする
　請求項７に記載の肌水分量測定方法。
【請求項９】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極に電圧を印加することで、前記被験者
の肌表面の第１の部位の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部
と、
　前記測定部に第１のネットワークを介して通信可能な情報処理端末と、を備えており、
　前記測定部又は前記情報処理端末の少なくとも一方に、
　　測定した前記肌表面の電気特性値を蓄積して記憶する測定値記憶部、及び
　　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異
なる部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部が設けられていることを特徴とす
る
　肌水分量モニタリングシステム。
【請求項１０】
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる電極に電圧を印加することで、前記被験者
の体の第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測
定部と、
　前記測定部に第１のネットワークを介して通信可能な情報処理端末と、を備えており、
　前記測定部又は前記情報処理端末の少なくとも一方に、測定した前記肌表面の電気特性
値を蓄積して記憶する測定値記憶部が設けられている、肌水分量モニタリングシステムと
、
　前記第１のネットワークよりも通信可能領域が広い第２のネットワークを介して前記情
報処理端末と通信可能であって、測定した前記肌表面の電気特性値を元に、前記被験者の
肌の分析を実施する、分析用情報処理端末と、を備え、
　前記測定部、前記情報処理端末、又は前記分析用情報処理端末に
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から、前記第１の部位とは異な
る部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部、及び、前記評価部に接続され、前
記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表面の電気特性値との相関係数
を予め記憶しておく相関記憶部が、設けられていることを特徴とする
　肌水分量評価ネットワークシステム。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　被験者が身に着ける装身品に取り付けられ、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２
点に電圧を印加して２点間の電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部から
、測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を取得するデータ取得手段、及
び
　取得した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値から前記第１の部位とは異なる
部位であって、評価対象となる第２の部位の肌水分量を推測する演算手段として機能させ
ることを特徴とする
　肌水分量評価プログラム。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様では、
　　被験者が身に着ける装身品に取り付けられる肌水分量計測装置であって、
　前記被験者の体の肌表面の２点に電圧を印加する電極と、
　時刻を計測する計時手段と、
　前記電極を介して、前記時刻を基に、前記被験者の体の第１の部位の肌表面の２点間の
電気特性値を一定時間間隔毎に継続的に測定する測定部と、
　測定した前記肌表面の電気特性値を、前記時刻と対応付けて、蓄積して記憶する測定値
記憶部と、
　測定した前記第１の部位の肌表面の２点間の電気特性値を用いて、前記第１の部位とは
異なる部位である第２の部位の肌水分量を評価する評価部と、
　前記評価部に接続され、前記第１の部位の肌表面の電気特性値と前記第２の部位の肌表
面の電気特性値との相関係数を予め記憶しておく相関記憶部と、を備えることを特徴とす
る
　肌水分量計測装置、を提供する。
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种皮肤水分含量测量装置，其对受试者施加小负
荷并且以固定的时间间隔连续测量皮肤水分含量。溶剂：皮肤水分含量
测量装置15，其安装到附件物品上由对象91佩戴的图10的特征在于包
括：电极61和62，其将电压施加到受试者身体的皮肤表面上的两个部位;
测量单元81以固定的时间间隔连续测量皮肤表面上两个部位之间的电特
性值。图示：图2
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